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平成２２年第１回蟹江町議会定例会会議録 

 

 

招 集 年 月 日    平成２２年３月１７日（水） 

招 集 の 場 所    蟹江町役場 議事堂 

開 会 （ 開 議 ）    ３月１７日 午前９時００分宣告（第４日） 

 １番 松 本 正 美  ２番 伊 藤 俊 一 

 ３番 山 田 邦 夫  ４番 米 野 秀 雄 

 ５番 髙 阪 康 彦  ６番 林   英 子 

 ７番 小 原 喜一郎  ８番 中 村 英 子 

 ９番 黒 川 勝 好 １０番 菊 地   久 

１１番 吉 田 正 昭 １２番 山 田 乙 三 

１３番 伊 藤 正 昇 １４番 奥 田 信 宏 

応 招 議 員 

１５番 猪 俣 二 郎 １６番 大 原 龍 彦 

    

    不 応 招 議 員 
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日程第１ 議案第24号 平成22年度蟹江町一般会計予算 
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○議長 大原龍彦君 

  皆さん、おはようございます。 

  平成22年第１回蟹江町議会定例会継続会を開催しましたところ、定刻までにご参集いただ

きまして、まことにありがとうございます。 

  昨日は体調不良により退席をいたしました。きょうは全快をいたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

  本日は、昨日に引き続き予算案の審議です。よろしくお願いします。 

  皆さんのお手元に、５款農林水産費の中で請求のありました「地域特産物育成整備工事に

ついて」の資料が配付してあります。 

  西川産業建設部次長より、中村議員の質疑に対する答弁の訂正の申し出がありましたので、

許可をいたします。 

○産業建設部次長・農政商工課長 西川和彦君 

  昨日、中村議員にイチジクの苗を買うと言いましたが、イチジク部会から10本無料でもら

えますので、訂正しておわび申し上げます。どうもすみませんでした。 

○議長 大原龍彦君 

  伊藤俊一君より、９時30分ごろから１時間程度中座したい旨の申し出がありましたので、

これを許可いたしました。 

  ただいまの出席議員は16名です。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  ただいまから予算案の審議に入ります。 

  議題に入ります前に、皆様にお願いをいたします。 

  質問をされるときは、ページ数と科目を言ってからお願いします。発言の許可を求めると

きは、挙手をして議長と呼びかけてください。また、質問あるいは答弁につきましては、努

めて簡潔明瞭にされるようお願いをいたします。 

○議長 大原龍彦君 

  日程第１ 議案第24号「平成22年度蟹江町一般会計予算」を議題といたします。 

  ５款農林水産業費、114ページから121ページまでの質疑を昨日に引き続き受けます。 

  よろしいですか。 

（発言する声あり） 

○産業建設部次長・農政商工課長 西川和彦君 

  菊地議員から資料請求のありましたことに対して答弁申し上げます。 

  地域特産物育成事業についての経緯ですけれども、商業の疲弊や農業の衰退が著しい中、

町商工会や農業改良推進会のイチジク部会などにより、町で古くから栽培されているイチジ

クの中でも特に希少価値のある白イチジクを素材とした、新たな町の特産物を開発しようと
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する活動が活発化してきました。特に商工会では、今年度に特産品開発委員会が中心となっ

てイチジクを素材としたコンテストを開催するなどして、新たな特産物の開発を進めていま

す。コンテストでは、一般町民の主婦を初め商工会のメンバーなど多数の作品が出品され、

より一層イチジクへの関心が高まる結果となった。 

  そこで、町としても、特産品の新たな開発は商業の活性化や農業の振興に寄与すると考え、

平成22年度において町の遊休地であった蟹江北中学校東側にある土地を特産品の試験栽培地

として整備し、農業改良推進会イチジク部会と町との協働で白イチジクの栽培に取り組むも

のであります。 

  ２、工事内容としまして、予算書の117ページの５款の農林水産費、１項農業費、３目農

業振興費、15節工事請負費で105万であります。２として、地域特産物育成整備工事、工事

場所は今西上１丁目８－１で481平米、工事内容は掘削工、運搬工、表土、転地返し、チッ

プと堆肥で鶏ふんと消石灰等と仮設鉄板敷きでございます。 

  以上です。 

○議長 大原龍彦君 

  質疑に入ります。 

○９番 黒川勝好君 

  ９番 黒川です。 

  117ページの工事請負費、15番の真ん中にあります工事請負費で質問します。 

  今、いろいろ説明ありましたけれども、まず最初に、これは町側からやっていただくよう

にお願いをしたのか、商工会あるいは今ここに書かれておりますイチジク部会ですか、そう

いうところからお願いがあったのか、どういう経緯でこういう話になったのか、もう少し詳

しくお願いいたします。 

○産業建設部次長・農政商工課長 西川和彦君 

  自分が去年、21年４月に来る前からそういう商工会で特産品の開発部会がありまして、そ

こでイチジクを使ったものを何か開発しようということで、それが一番初めだと自分は認識

しています。 

  以上です。 

（発言する声あり） 

  そこから、それが一番初めです。そこから商工会の特産品の開発委員会がイチジクを使っ

たものを何かやろうということで、20年度にそれが発足しまして、町としてもそれに追随し

たということでございます。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  補足をさせていただきます。その流れで来まして、実際は商工会の特産品開発委員会のほ

うも、蟹江町にあるイチジクを題材としたものをまず取り上げてやろうということがありま
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した。それで、町の農業改良推進普及会のほうもイチジク部がございまして、そちらのほう

と協議しながら現在のイチジクの状況を見て、蟹江町に一番合うイチジクをとりあえずやっ

てみようという話がありました。その中で町のほうが依頼を受けまして、そのイチジクの題

材となるものの材料も含めて、それを栽培するためにこの北中にある遊休地をひとつ試験地

として整備をいたしまして、そこで試験栽培をしながら今後その白イチジクを開発する材料

として提供していこうということが経緯でございます。 

  ですから、最初は商工会、それから農業改良推進会、それと町と３者のコラボレーション

で今現在に至ったということでございます。 

○９番 黒川勝好君 

  どうしてこの町が105万使って土地を改良してやってやる必要があるんですか。遊休地が

あるのならそちらにお任せして、その人たちにやってもらえばいいんじゃないですか。その

人たちに遊休地を町が貸すならいいんですけれども、町がわざわざなぜ105万を使ってそこ

までやってやらなきゃいけないんですか。例えばこうやるにしたら、賃料はいただくつもり

ですか。お貸しするということになるわけですよね。こちらがだから場所を提供するんだか

ら、提供した借りる人はやっぱり賃料が必要ですよね、普通に考えれば。ということは、賃

料はいただくということになるんですか。それとも、全く町がこの105万全部きれいに土壌

改良してさあお願いします、後、維持管理とかはどういうふうになる。また町がそれもやっ

ていくんですか。これからの、今後の進め方はどういうふうになっておるんですか。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  22年に整備した以降の状況、見通しでございます。これは、一応基本は町の財産でござい

ますので、町が下地をつくるということが発想であります。ですから、イチジクを試験栽培

するための下地はまず町がつくりましょう、それは農業行政、農業の振興策と、それからそ

れにつながる商工業の振興ですね、それにつながるものと判断して、我々はまず下地をつく

りましょうと。ただし、それ以降のイチジクの栽培、管理等を含めまして、これは農業改良

推進会のメンバーが主体となって維持管理を行い、それぞれ、例えば２年、３年後には実が

なるであろう、そのイチジクを使ってそれで新たな地産品の開発の材料として使っていこう

ということでございます。 

  ですから、維持管理期につきましては、町が一たんもとをつくりました後は、それぞれ農

業改良推進委員会、商工会とで維持管理をしていただき、またもちろん町でも絡みますが、

そのような状況で管理をしていきたいと。当然、財産の位置としては、町の試験場みたいな

形としての位置づけをして取り扱いたいというふうに考えております。 

○９番 黒川勝好君 

  先ほど西川さんが言われた、きのうは苗を買って、今回はきょう言われた、むこうからい

ただいてとか。きちんとこれ話が決まっておるんですか、この。だから今の話で商工会がや
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るんですか、花卉部会……、商工会の中でも特産品の何か委員会があるですわ。だからそう

いう人たちがやるのか。本当にきちんとこれ話ができとるんですか。できとるで今回予算つ

いとるんだろうけれども。本当にまた降ってわいたような話だもんですからね。何で、何げ

に町が自分ところの土地を金かけて土壌改良して、それでやってまうようにするんですか。

そんなものやってもらえばええじゃないですか、向こうに。土壌改良も全部。それが普通だ

と僕は思うですよ。100万かけてやるんだったら、地代もらわなあかんですよ、貸してやる

んだったら。僕はそう思います。 

  じゃなきゃ、みんなの財産でしょう。町有財産とは、町有とはみんな蟹江町の人のもんで

すがな。一定の人だけにそんな利益が上がるというか、有利なことしていいんですか、これ。

僕はちょっとおかしな話だと思うんです。イチジクやっても結構ですよ。特産にするの結構

ですよ、白イチジク。だけれども、町がここまで肩入れする必要がどうしてあるのか。お貸

しするならお貸しするでええですけれども、地盤改良までして、ここまで至れり尽くせりや

る必要があるんですか、これ。片方で駐車場は役場の職員の駐車料、駐車料だ言って1,000

円ずつも取っておいて、こっちじゃ100万円丸々こっちへやったって向こうにお使いくださ

いですよ。そんな割の悪い話ってありますか、これ。常にそうでしょう、町長。またまちの

駅の話になっちゃうようですけれども、すべてこっちがつくってあげて、さあやってくださ

い、そうじゃないでしょう。 

（「寂しい人だね、あなたはね」の声あり） 

  寂しいです。ごめんなさい、町長、今言われた、私に寂しい人だと言われた。何が寂しい

んですか。どちらが寂しいんですか。普通に考えてください。どうしてこれ、どう考えたっ

ておかしいじゃないですか。何でそこまでしてやらなあかんですか。花卉部会の人たちにや

らせればいいじゃないですか。この町の遊休地がありますよ、これ、じゃお使いください、

後はお願いしますならいいですよ、まだ。ここまでする必要は僕は絶対ないと思うんですが

ね。寂しい人間ならごめんなさい。 

○町長 横江淳一君 

  大変申しわけございません。心の寂しい人だなと私は今思いました。聞こえましたか。商

工会の私も理事をやっておりまして、何度も言いますけれども、黒川議員も商工会の重鎮で

あります。地域の活性化に対してお力添えをいただくという気持ちは全くないわけですね。

今私が説明させていただいたのは、蟹江町の公の仕事、そして農業改良推進委員会の皆様方、

そして商工会、これがコラボレーションをして蟹江町の遊休地、いわゆる使っていない土地

のあれをいろいろ見ました。そんな中でこういう土地があるということがありましたので、

もう２年ぐらい前から地域の特産品だとか活性化になるものは何もないかというような話が

ずっとありまして、町としては、そうしたら土地の提供をさせていただき、そのかわり皆さ

んと一緒になって蟹江町の特産物をやりましょうか、いいですね…… 
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（「そこまででいいじゃないですか、そこまでで」の声あり） 

  どこですか。一緒になってやると言っているんですよ。そこまでとはどういうことですか。

商業でもそうでしょう。商業でも、蟹江町は県のがんばる商店街のお金をとって、じゃ、そ

こまでやる必要がないと言ったら同じ考えじゃないですか。何も町が一切手を出さない、あ

んたら勝手にやればいいじゃないですか…… 

（発言する声あり） 

  聞いてください。あんたらが勝手にやればいいという考えですか、あなたは。商工会の考

え方はじゃ、どうなんですか。地域と一緒になって…… 

（発言する声あり） 

  しゃべるな。 

○議長 大原龍彦君 

  黒川君、ちょっと…… 

○町長 横江淳一君 

  人がしゃべっとるのに。聞く気があるのかね、あんたは。 

（「議長がしゃべっているんでしょう」の声あり） 

  もう最後に言います。とにかく、これはもう私何を言われようと、地域の活性化のために

蟹江町の遊休財産を使うというのは、これは決して無駄じゃありません。そのことに対して、

それを勝手にやりなさい、そこまで手を出す必要がありますかと、そういう議員さんは本当

に寂しいです。地域のために、活性化のために力をかすというなら、私はいいです。でもあ

なたがそんなに寂しい人だということは本当にきょう知りました。残念です、大変。 

  以上です。 

○３番 山田邦夫君 

  ３番 山田邦夫です。 

  ただいまのことにつきまして、いろいろお尋ねします。 

  まず、きょう出ました資料の中で、白イチジクが非常に希少な価値のあるものだというふ

うにあります。実は、私はイチジク大分凝っておりまして、10年前からこれで４種類目をつ

くっておるんです。最初は、多少時間をいただいて恐縮ですが、この中にも、議員の中にも

農業、百姓をやってみえてイチジクつくっている人あると思うんです。町の職員の中にも農

地を持ってやっていらっしゃるという人あると思うんですね。きょう初めてわかったんです

が、農業振興費の中に出ているから農業関係だなと思っていたら、商工会とこれ絡んでいる

わけですね。商業の振興と絡んでいる。 

  それで、希少価値のある白イチジクというのですが、この程度が私は実はよくわかってい

ないんですが、自分のことで言うと、10年前にニホンイチジクです、ぺらっと開いちゃうや

つ。これは余りおもしろうないなと。その次に洋イチジクをやる。大体１つのサイクルが３
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年から５年かかります。消毒しないものですから、木が五、六年で枯れちゃうんですね。だ

から次をまた探す。どうも３番目に、今から五、六年前にやったのが白イチジクだったんじ

ゃないかなと。ある人、もらった人を言いませんけれども、蟹江町内の人です。いいイチジ

クだと思ったんですが、３年で枯れました。１年収穫したら枯れた。おととしもらって去年

なって、そしてことしは大きくなりそうなのが、稲沢のほうから、これは強いイチジクだと。

去年食べたら大変おいしいんです。ちょっと小ぶりで。これはことしなったら食べさせてあ

げたい。 

  そういうふうに、特産物というのは非常に競争が激しいんです。競争の話でいうと、10年

前に僕は無臭ニンニクを山口県から１粒もらってきまして、ふやしまして、海門の辺にふえ

まして、そのうちに海部農協で売るようになったんです。これは、特殊な品種はもうけるた

めに出さないんです、ある地域から。その出さない１粒を持ってきて僕がばっと広げた。そ

れから、有名な産地というのは安城でイチジクやっていますね。春日井で桃をやっている。

稲沢でギンナンやっている。そういうように、いろんなところで特産物というものをやるわ

けです。そういうようなことでいくと、農業政策として蟹江で白イチジクをやるというのは、

農業者が発想したのか、商業者が発想したかがいま一つのポイントですが、農業関係に推進

委員会というのがある。農業関係にこれはあるんですかね、商業部会にあるのか。１つの地

域の特産物をつくるいうのは大変厳しいです、今の時代は。全国ネットで競争していますか

ら、ここでいいなと思うとると、もう少し早い時期に、１月早く出るところが出すと負けて

しまうとかね。 

  それから、イチジクは、大変消毒をしないとできないように僕は思います。すぐに虫にや

られてしまう。そうすると消毒で防ぐのか、防虫ネットで防ぐのか、そういうことを10年来

やっていますから、大変思い入れが強いんです。この白イチジクが希少価値があるという意

味をまず１つお伺いしたいのと、これを推進しようとしている農業後継者、今我々のような

年寄りは楽しみでやっています。それを商業ベースにのせようとすると後継者がいないとい

けない。農業基盤としては、このイチジクはやや低地でどうもそないな辺の田んぼでもやれ

そうな感じが、少し畝にするとね、やれるような品種だと僕は見ております。そういう意味

で、どういうふうにやろうとしてみえるのか。 

  もう一つは、先ほどから町がやる必要があるのかという議論がありましたが、例えば愛知

県に農業試験場があるように、１つの地域で何かをやろうとすると、試験、テスト育成が要

ると思うんです、僕は。そういう意味で、先ほどちらっと産業建設部長、試験農場みたいな

含みのことをおっしゃったんですが、100万円のことを将来のためにやってみたいという大

いなる熱意なら僕はいいかと。しかし、遊びみたいな形だったらちょっといかん。そのくら

い厳しい農産物の市場の中で果たして取り組む基盤があるか。農業後継者があるか。土地は

ありそうです、たくさんあるそうです。そういう意味で、白イチジクの希少価値と競争力、
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じきにひとり負けてしまいせんか。３年やってほっとよさそうにしたら、例えば、僕が最近

枝づくりを見てきたのは、弥富の海部農協から真っすぐ行った、川を越した向こう側、何と

か園ですね。森津。森津へ行って枝つくりのやり方を見てきたら一生懸命に教えてくれます

よ。しかも、物すごいイチジク畑がたくさんあるんです。あそこは何イチジクをやっている

かわかりませんが、蟹江でもうかるというならすぐ占領されますよ。３年か５年で占領され

る。そういうことで、イチジクづくりを10年やってきているんで、いいねらいだと思うんで

すが、そこらを分析してやってみえるかどうか、お尋ねします。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  それでは、イチジク、白イチジクに関しましては、私も子供のころからイチジクを食べて

おりまして、正直言ってこの前までは白イチジクだとかドーフィンだとか蓬莱、よく区別が

つきませんでした。昨年あたりから、白イチジクをいただくようになりまして、白イチジク

というのは非常に糖度が高く、実は割かしかた目で、僕はおいしいんだと感じております。

それで、今回は、今の改良推進会のイチジク部会の中でも白イチジクを出荷されている方も

おられますし、通常のイチジクを出荷される方もおられます。特に白イチジクは商品価値が

高くて、聞いた話によりますとかなりの高値で取引されるということを聞いております。 

  そこで、町としましては、もちろん白イチジクが貴重価値があるというふうに考えており

ますし、また、なぜ商業に結びつくかというと、この間、例の特産物開発委員会の中でイチ

ジクを使った料理コンクールをやっております。三十数名の方が非常にアイデアを凝らして、

いろいろ知恵を絞った出品をされておりまして、これは僕は非常に味もよろしいし、見た目

もすてきでありました。ですから、これは商業ベースに乗れば僕は売れると思います。です

から、そういうイチジクを使った素材を商工会と連携して、その商工会に加盟する店主さん

あたりが開発して売り出せば、これも商業の活性化につながると。そんなニュアンスで考え

ておりますので、それを将来的な構想として私は基本的には思っております。 

  以上でございます。 

○３番 山田邦夫君 

  たかが100万とさっき申しましたが、新しいことをやろうとするなら多少の投資が今必要、

研究投資ならね。しかし、また町営みたいな感じ、町営だけれども民間委託いうような感じ

の研究の試験農場ですね。だから、さっき職員の中でどのぐらい農業に本当に理解のある、

理解って農業は本で読んだり、あれじゃないんです。体で覚えることで、10年かかってもま

だわからん、イチジクをわからんのですよ。だから、本当に議員の中でも一番あそこに座っ

てみえる人が詳しいんですが、仲間ですわ。10年やらんとわからんのですね。それを本で読

んだり耳で聞いたり情報を集めたりでは、非常に机上論になっちゃうんです。だから、そこ

を間違えないように、これ本案通ったらしっかり気をつけて。まちの駅よりはちょっと物に

なるかもわからん。しかし、全然よそにとられてあれは遊びだったということになるかもわ
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からない。心してやってもらいたいと思います。 

  以上です。 

○８番 中村英子君 

  ８番 中村です。 

  にわかに昨年から白イチジクというようなことがクローズアップされてきて、商工会が料

理のコンテストをやったとか、そういうことは目にしておりますけれども、この背景という

のは余りよくわからないんですよね。それで、蟹江町の実態として、この白イチジクという

のをどれぐらいの方が栽培してどういうふうに出荷されているのかなという、その背景もち

ょっと申しわけないんですけれどもよくわかっておりませんで、まずそこに背景を少し詳し

く言ってもらいたいと思うんですけれども、それは家庭の中とか町の中で消費するだけでは

なくて、今出荷というお話があったんですけれども、かなり外に出荷している量が多いのか

少ないのかわかりませんけれども、その辺の背景をまず言っていただきたいと思います。 

  それから、今この説明の中に、新たな特産品として開発するというお話ありましたね。書

いてあるんですが、今、山田邦夫議員がおっしゃいましたけれども、これは従来蟹江町の中

にあるイチジクと同じものを栽培する量をふやすという意味なのか、そうではなくて品質を

改良するというようなことなのか、その目的によって全然これもうやり方というのも違って

くるし、品質改良なんていうことになると、これはもう非常に大変難しいことなので、簡単

に今植えているものを、西川さんがおっしゃたようにもらってきて、ただそこに量をふやす

という意味なのか、その辺のところが私全然わからないものですから、どういうことなのか

もう少しご説明をお願いしたいと思います。 

  発展性ということですけれども、そこで量をふやして、そうしたらこれは売れるんだよと

いうことで農家の方にもっとつくってもらって売ろうという考えなのか、何かその辺のとこ

ろもちょっとよくわかりませんので、ぜひ詳しく背景についての説明をお願いしたいと思い

ます。 

○産業建設部次長・農政商工課長 西川和彦君 

  農業改良推進会の中にイチジク部会がありまして、イチジク部会の会員数は20名です。そ

れで、定年後の人が主です。中には80近くの方もみえます。それで、部会員の中で白イチジ

クと普通のイチジク、ドーフィン等何種類かつくってみえる方がほとんどです。それで、そ

この中で販売路としては、百貨店とか、それから西流通センターとか、ＪＡの弥富のところ、

そういうところに出している。 

（「白イチジクに関してだけ言ってください」の声あり） 

  白イチジクだけだったら、ほとんど本人と相対で買ういうことですから、百貨店の中の果

物を売るところと直接取引してやっているいうことは聞いています。ですから…… 

（発言する声あり） 
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  それは、そこまでは聞いていませんけれども、名鉄百貨店とか、そういうところにおろし

ていると。それは相対でとれる時期に直接本人が百貨店の開店前に何時までに持ってこいと

いうことで、きょうは何箱いうふうで、その時期だけの取引だそうです。それで、それ以外

のちょっとＢ級品になってくると西流通センターへ少し出すいうことを聞いています。 

  以上です。 

  すみません、答弁漏れでごめんなさい。商品になるまで３年かかります。それで、その商

品になったものを商工会とイチジク部会と町で特産品を開発するいうことを計画しています

ので、そのもの自体をそのまま売るとは考えていません。 

  以上です。 

○議長 大原龍彦君 

  菊地議員もう３回やってみえるらしい。 

（「１回とっといた」の声あり） 

  とってある。本当。 

○１０番 菊地 久君 

  このためにとっといた。資料をもらう。 

  私も全然この予算を見て知らなかったんですが、これだけ大きな問題がこの中に入ってい

ることを知らなかった、正直言って。本来、これだけ蟹江町が特産品を開発しようという意

気込みだとかあるなら、もっと我々議員に伝わってきとるわけ。伝わっていない。寝言言っ

とるんやないかと思っとるけれども、本当に残念ですわ。きのう、資料を請求して、大体考

え方はこれ書かれてきてわかったわけ。これも議会側からの質問によって大枠はこうわかっ

てきた。しかしわかってきたけれども、何遍でも質問してもいかんとは思いますけれども、

大体青写真というのはわかってきた。 

  そこで、経過です。経過は聞いとってもさっぱりよくわからんけれども、どこかでだれか

がごたごた言って、ああええこったなと。まあ一遍何かやろうじゃないかと。だったらイチ

ジクなんていうのは、白イチジクをつくっとるところいっぱいあるんだから、その人たちか

らイチジクもらえばええわけ。そして、加工で売りたいんだから、加工工場をつくるだとか、

加工をだれかにやってもらうだとか、やればいいわけ。それをイチジクの品種改良をやると

いうことになると、これは品種改良だから県の農業試験場だとかそういう指導を仰ぎながら

やってかないかんわけ。 

  そういうところまで蟹江町が踏み込んでやるなら、もっと大々的に物事をやってかないか

んの。しかし、これは幾ら立派なこと、いろんなこと言っとったって、結論的には行き着く

ところは、いみじくも先ほど黒川議員が言いましたように、まちの駅ですわ。あそこの特産

品で何か蟹江町で売るものはないかと。そのときに前回の話として白イチジクがええよ、

あれが特産品で蟹江町あるがやというのが産業建設部長がそのとき言った、そのとき出た
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のが白イチジク。だから、流れとしては、この無駄の、無駄の駅じゃない、何とか言った名

前。 

（「みちくさ」の声あり） 

  みちくさ。みちくさの駅楽人で何かを並べて売ろうではないかと、そのためには特産品と

して蟹江は白イチジクがあるよと宣伝をしたいわけ。だから、宣伝する以上つくらないかん

わけ。だからつくるに当たってはどうするかというと、町がイチジク畑も持って、そこでつ

くったもんだよと、こういうストーリーを描きゃそんなストーリーかなというふうに私は思

うの。いい悪いは別よ。ただ、そういう発想でまちの駅から来とることなんですよ、こんな

もの。早い話が。 

  だから、本当に蟹江町の農業、特産品、イチジク、歴史のある蟹江町の歴史のあるそいう

いうイチジクを、花卉を、蟹江町全体に広げていって、農業従事者、花卉従事者、今20軒ぐ

らいだとおっしゃったんですが、それが蟹江の産業として発展をさせていこうという大きな

気持ちがあるだとか、流れがあるなら話は別なんですわ。そんなことは正直言って何にも思

っていないと思うんです。やろうとしていないと思うの。だから、やろうとしていないから、

蟹江町の土地を借りて、10本の苗をぼんと入れ込んで、そしてそこでまあやろうじゃないか

と。後どうなろうと知らんというようなことではないと思うが、それでも来年から維持管理

が必ず要る。ただじゃないでしょう。何らかの形、補助金を出してやってもらうのかどうか、

それは知らんけれども、つくって終わりじゃないと思うんですよ。町がかむ以上は。その費

用も出さないかん。どこかから出ていくんですよ。これ見てごらんなさい、全部町費ですわ。

町の財源なの。 

  だから、町の財源についてもっと慎重に物事を考えて、町長、心の寂しい男だと言うかは

知らんけれども、そういうことならもっともっと議論を深めながら、蟹江町の特産品として、

蟹江の農業を守る、そういう立場、大きな理解がお互いに得られる中で一遍やってみようか

と、試験的にというならいいんですけれども、わけのわからんことで銭を100万も放り込ん

で、それでみんなの税金だわ、だれも納得せえせんわ。納得する人もおるだろうけれども、

必ずこれは言われるから言っとるの。言われるから。言われること好きだでいいけれども、

町長は言われても別にびくともせえせんでいいけれども、これはそういう流れの中でではな

いかと私は思っとる。 

  だから、今さらこれをやめようとか、別に考えたらどうだと言ったところでどうしようも

ないことですが、この議会の中での質問と考え方としては、今言うような流れの中で出てき

たんではないかなと思うの。だから、これはまちの駅との連動だもんですから、どんどんと

町で使って、使いからかえってこれからやっていくことだろうと思うで。その都度私は議員

やっとる限りこの問題はずっと言うつもりをしとる。しかし、失敗だとは言わんですよ。大

変だということ。失敗したときには町長責任とる言っとったもんでそれはええですわ、町長
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の仕事だから。いいですけれども、大変なことは、我々は聞いたときには言っておかないと、

何をやっとったと、ようお前理解したなと言われるから、理解のできないものをやっとるね

と、こういうことは言いたいの。いいですよ、私が一方的に言うだけでございますので、そ

のことについて反論があってここで言ってもいかんもんですから、反論があったら実績で示

していただきたい。実績で。ああなるほどよかったなと、白イチジク10本やって、何個でき

るか知らんけれども、立派なイチジクができて特産品として蟹江町は白イチジクのまち、イ

チジクのまちや、これから名前をね。イチジクのまち。名前も変わるかもしれんけど、水郷

のまちやなくて、輝来都のまちやなくて、イチジクのまちって命名するくらいの、そのぐら

い大きく伸びるかもしれんでね。そういうことも私の生きとる間になるとええがなと思う。

そういう大きな考え方だね。成功を祈る。 

○３番 山田邦夫君 

  ３番 山田です。 

  町有地だからということと、この土壌を少し掘り返して入れかえて農地をよくするという、

そういう構想ですけれども、農地の貸し借りは世間でそう簡単でありませんね。いつまでに

期限切って貸すのか、無期限貸しにするのか。普通で考えると、農地を、土壌を改良して貸

すなんてことは普通しませんね。それと、イチジクは随分やせた土地でも十分上根ですから

肥料さえやってりゃできます。そういう意味で、だれにさせられるか、この試験農場を。10

本のイチジクをだれがやるのか。その研究会総がかりでやるのか。そうだとしたら、期限を

切ってまず、５年とか10年切って貸す必要がありますね。木は根を張っちゃってなかなか返

してもらえませんからね、そこを使いたくても。町のものだね。それじゃ少なくとも、少し

有料にするか無償にするかわかりませんが、貸すんだったらささやかでも有償にしないと、

これはちょっと後ろ指さされますね。いいですよ、市場価格であるとも、ささやかでも建前

上町有地をだれかに貸すんならですよ。 

  それから土壌改良に余り金かけるというのは、駐車場つくったってただで貸すみたいな感

じになりまして、やる人にやらせなきゃいかんね。本当、費用補助、援助というのは裏で何

か多少のことは、何万円かどないけかはわかりませんが、そんな重機を入れて掘り起こして

農場を新たにつくっていうと、愛知県でさえ農業試験場を持ちこたえられるかわからんよう

なときに、蟹江町が試験場をつくるなんて通用しませんね。だから、実は僕はもうけさ６時

に起きて見てきましたよ。住所書いてないんでここでないかここでないかと思って、あそこ

らじゅう走り回って見てきました。大抵あそこだろう、排水機か何か塔の立っているあの一

角だなと、公園の東側ですね。どういう跡地か知らんですけれども、土地の改良くらいはや

る人たちにやらせなきゃいかん。それが百姓ですよ。与えられたところでやる大学生の実習

じゃないです。だから、百姓は体でやることですからね。与えられて据えぜんでやるような

百姓は成り立ちません。そういうことはわかりますけれども、とにかくこの運営の仕方、
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100万円かけて土入れかえてしっかりしたいい土にしてやって、やってもらうという構えは

ちょっと疑問です。この方向は遊びだろうが花が咲くかわからんですけれども、だとしても

土地の貸し借り、農地の貸し借りは一番厳しいじゃないですか。僕の場合でも畑をやりたく

て借りたくて買いたくてしようがないけれども、売らないし貸さないですよ、農地を。それ

を、だから町有地を直接改良してやってやらすというのは大変なことです。 

  それから、先ほど苗木のことで訂正がありましたが、僕が今度植えたやつは、１本二、三

千円するんでないかという苗を去年稲沢からもらいましたよ、僕は、よく知った人から。そ

ういうように、やっぱり本人努力、担当者努力をさせる形で設営してもらいたいですね。町

有地をやってみたいというなら。100万円ストレートでこんな工事をするいうことについて

はしっかり検討してください。予算が通っとっても別に使わんでもいいですから。どうです

か、産業建設部長。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  山田邦夫議員さんの、貸し借りということではなくて、あくまでもこれは行政財産のそう

いう栽培地ということで扱っております。それで、管理の仕方としましては、まず今回造成

に関してはもちろん今一番蟹江町の中でよくイチジクを知っているイチジク部会の方にお願

いするんでありますが、その中でもやっぱり先ほど担当次長が申しましたように、かなり高

齢化をしておりますので、若い方たち、その中でも若い方たちにご意見をお伺いしたところ、

やろうじゃないかということがありましたので、それを含めてやりたいと思っています。 

  土地のやり方はその方たちの意見を聞きながら、これはもう最大限の予算でございますの

で、その中で一番費用が安くおさまる方法の中で当分やれる方向で考えていきたいと。 

  あと、維持管理につきましては、当然その方たちが我々のほうとコラボしてやりますので、

基本的にはその方たちが維持管理をしていただく、町としては人的応援も含めてサポートし

ていきたいと、このように考えております。 

  よろしくお願いします。 

○１４番 奥田信宏君 

  14番 奥田でございます。 

  １点だけちょっと聞いておきたいと思いますが、私も３本か４本は木を持っていますし、

商品をつくっております。ちょっと１点だけ聞いておきたいというのは、商品化されるのは

多分３年ぐらい後だと思います。それで、今これは町とそれから商工会、イチジク部会のコ

ラボで蟹江町ＰＲのためにつくっていきたいという趣旨だろうと思っておりますが、この売

り上げの分配と、それをどうされるのか。今の時期から決めておかないと、例えばイチジク

部会の方は自分たちの商品だから自分たちで全部という話になってしまうと、これはちょっ

と、一応町が全部入れる話でありますので、どういうふうな、今の考えでいいです。今の考

えでこういう方向に持っていきたいというのがあったら、例えば町の特産品でできたのは全
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部町の今のまちの駅で、まちの駅で置かれるかどうかわかりませんが、まちの駅で置きたい

とか、そういうふうな話になるのか、あるいは加工品でやっていきたいというような話もし

てみえるので、多分Ｂ級品かなんかを加工品、ジャムつくったりとか、いろんなことをした

り、いろんな加工をつくるんだろうと思うんですが、その収益なんかは一体ではどうなるの

かなと。それが、例えばの話、今100万円かけたとして収益が当然町にあれば、これは非常

にＰＲも兼ねて町にプラスになる話でありますが、全部、イチジク部会ですとかそこら辺が

全部、売り上げの全部ということになると、これは土地の賃貸借そのものではないかと思わ

れることがないわけではないと思う。そうなると、例えば町有地を一般のところに、一般の

団体等に貸してとか、町が、例えば商工会館の分館の駐車場なんかでも、分館の駐車場とい

うことでやっているやつで、いわゆるイチジク部会の団体１つだけが例えばの話、町有地を

貸与されているというのは、非常に無償で貸与はおかしくなるので、売り上げなんかはある

程度こういうふうに町に入りますよということをルールなりなんなりつくっていかないと、

やっぱりこの工事費そのものの賃貸がおかしくなると思います。 

  一度ご意見だけ、今すぐという話ではないですが、２年か３年の行き先だけお聞かせをく

ださい。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  奥田議員のほうから、将来の展望も含めて、例えば商品開発、商品化した場合のことを言

われました。現段階では、私ども、管理していただくのはあくまでもイチジク部会の方たち

で、イチジクをやってみえる方はそれが本業でございますので、それの本業以外のボランテ

ィアという形でやっていただくつもりでおりますので、これは決して彼らがそこでイチジク

を栽培して売ることではありません。それがまず大きな違いでございます。 

  ２点目は、もちろんこれは３年ぐらいかかりますので、そのできたイチジクを使って素材

化したものを商品化することを商工会を絡めて考えていきますので、例えばその研究開発の

ために材料は提供しますが、それが市場化するとあれば、これはもちろんイチジクの流通の

中で取得していただいてそれを商品化していただくという考えを持っておりますので、町が

その商品を使って売るということはございません。ただ、モデルケースとして、先ほど言い

ましたように仮に特産物として一時まちの駅に置くことはあったとしましても、それが大々

的に町のその栽培地を使って商品化ということではございませんので、まず商品化をするた

めの素材として使っていくと。将来それが商品化されれば多分流通がふえてきますので、そ

の流通として今イチジクをつくってみえる方たちから例えば材料を仕入れるなり、そのよう

な方法を考えていただければ結構だというふうに考えております。 

○議長 大原龍彦君 

  他に質疑がないようですので、５款農林水産費を終わります。 

  続いて、６款商工費、122ページから127ページまでの質疑を受けます。 
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  質疑はありませんですか。 

○３番 山田邦夫君 

  125ページ、観光管理費の下にまちの駅管理費がありますが、200万円。これは今度の駅の

諸費用ですかどうかが１つ。それから、その上のほうに雇用賃金というのがありまして、

179万円、約180万円。これは昨年からこの欄に、去年のを見てみると117万円あって60万円

くらいプラスなんですが、これはどういう内訳なのか。 

  それから、もう一つ感ずるのは、その前のページ―123ページですか―の一番上から

商工振興費、人件費というのがありますね。これもほぼ前年並みなんですが、今度はこのま

ちの駅の管理のために係員か係長か置きますね。あれだけの駅を運営するにはいろんなこと

を頭に置いて考えて事務連絡をしてという、係員か係長かは大変しばらく時間を投入するわ

けです。要するに人件費の振りかけというのは、よく言われますが、年に例えば2,000時間

働くとしてどういう自分の業務にどれだけ割いたか、どういう業務にどれだけ割いたかとい

うことによってその人の総賃金の割り振りをする考え方がないといけないですね。兼務、兼

務でやるはずです。専業でやったら大体六、七百万円、人１人。係員でですよ。係長がやっ

たら700万じゃ済まんと思います。しかし、ほかのことを兼務しているということだと割り

振りが必要なんですが、今の、僕はわからんので、まちの駅管理費の200万円はほぼあそこ

のものかと。それから上の賃金の179万7,000円のうちのどれだけがあそこのものか。それか

ら一般正規職員のこれに携わる給料、報酬のウエートがけはどういうふうにお考えになって

いるかお尋ねします。 

○産業建設部次長・農政商工課長 西川和彦君 

  125ページの観光管理費の中の賃金、雇人賃金で179万7,000円いうのは、今度のまちの駅

のできるところで、今の蟹江町農政商工課の中にいる臨時職員の分と、今度まちの駅ででき

る職員の２名分を予定しています。二重にならない程度で全部で300日ぐらいを予定してい

ます。それで、下のまちの駅の管理費は、必要最低限の経費を計上してあります。 

  以上です。 

○総務部次長・総務課長 加藤恒弘君 

  人件費のお話をいただきました。実はここに上がっておりますのは、現状で考えておりま

す商工担当者１名の分がこの123ページのほうには上がってございます。今度、実は４月か

らは機構改革によりましてこの商工等の事業も新しいふるさと振興課のほうに移っていくと

いうことがございますので、そこでの対応になってまいります。少しここと私どものほうの

総務で持っております政策推進室の部分との合体ということで事務を進めることになってお

りますので、今ここでの数字はまだその前の段階のものでございますのでご理解をいただき

たいと。おっしゃいますように、仕事の人件的な部分ですが、新しいふるさと振興課のほう

の中で対応を今後していくというようなことで今最終チェックを、詰めをしておりますので



－274－ 

よろしくお願いをいたします。 

○３番 山田邦夫君 

  山田です。 

  きのうも伺いましたが、条例の通らない間は以前の状態でということで、このあれは旧来

の係の賃金。新しい組織でこれが編成してありませんからね。しかし、新しいことを立ち上

げるには大分神経、労力を費やすはずです。パートというか臨時職員が動くには、動くマニ

ュアルをつくらなきゃいけませんし、管理しなきゃいけないし、それよりも何よりもまちの

駅の運営です。うまくいくようにいろんな業者や何や、随分神経使うと思います、１軒のあ

れを運営するには。本町のまちの駅のことがよく言われますが、本当に夢中になって店をほ

ったらかしでやってくださる人があるからいいわけです。それに似た、それより以上に注目

されるんで、直営で町の職員がやるとなると１人かかるような気がするんです。しかも、新

人ではやれないと思うんです。地元のことをよく知っている人でないと。その賃金たるや、

僕は数百万円要ると思います。兼務でやるにしても。 

  私がかねて余り力を分散しないで行政改革をきちっとやるように、要するに町の仕事の仕

方や財政改革につながるようなことをしっかりやるようにと言うのは、力を分散してしまっ

てぱらぱらになって大筋をやらないから財源がなくなっちゃうんだと。金をもうけるもうけ

るといいますが、こんなちょろこいことで金をもうけて町の財源になりません。町民の商業

の振興で大いに貢献するとおっしゃいますが、それによって税金がどのくらい入ってくるか。

町の運営のためには50億くらいの税収、50億はありませんけれども、それもふえていく見込

みはないわけですから、内部で改革するよりしようがないですね、町の組織の運営を。 

  そして、きのう厳しいことを申しましたが、人が密度高く仕事をするということが大事で

す。外から見ると町の職員はのどかにしているということを言われ過ぎるんです。それは本

当に厳しく仕事をさせていないからです。上のほうと管理職の責任だと思うんです。そんな

ことを言われる職員は本当にたまらんと思うんです。そういう意味で、伝統というものがあ

りますが、前年度から築いてきたものを半歩でも１歩でもよくするいうことを積み重ねてい

かないと、団体というのはよくならないです。蟹江町もしっかり絞っているみたいに見える

けれども、しょせんはこの井戸の中で、これでしっかりやっているとは僕は言えない。 

  そういう意味でこういう出先、出先、出先をつくると力が分散していって本当の本庁の中

のしっかり本業をやるべき人員が減ってくるわけです。だから、推進室というのを力を割っ

て小ぢんまりしちゃうな、そして実務の兵隊ばかりになっていっちゃうなというのは、そう

いう意味なんですね。私の言うのはなかなかわかってもらえておりませんが、もうちょっと

しっかり固めて仕事をやってほしい。 

  本件については、正規職員の賃金たるやこれの原価の大きなものですから、そこを見逃さ

ないように数字を発表してほしいわけ。300万とか500万とか経費がかかる。150万戻ってく
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ると言っていますが、一番大きなのは本職の職員です。本職の職員は例えば給料分700万円

の仕事をしとっちゃいかんわけです。23億の人件費で100億の仕事をしているんですから、

４倍の仕事をしてもらわなきゃいけない。700万円の人なら二千何百万円の仕事をきちっと

してもらわなきゃいかん。そういう考え方で職員がしっかりやるように。700万円分の元を

取ればいいわけじゃ全然ないんです。正規職員のウエートがけをぜひ明確に、今、考え方と

してでもお答えいただきたい。経費は四、五百万だという話は僕はならないと思うんです。

お尋ねします。 

○町長 横江淳一君 

  この商工業の人件費につきましては、何度も申し上げましたとおり、ふるさと振興課とい

うところでまちの駅の担当をつかさどらせていただきます。決してこの人件費を隠すために

やっているわけじゃありません。十分できると思っております。先ほど来の臨時のお２人の

方、ワークシェアリングをしながら絶えず２人でダブらない程度にそこで働いていただく、

これが基本的なことであります。 

  そして、先ほど来山田議員が大変ご心配をいただいております、いわゆる政策推進室、行

革推進室から政策推進室へとひとつ名前を変えさせていただいたのは、蟹江町の全体をまず

掌握していただきたいということ。それと、机上の空論だけで走りたくないということがあ

りましたので、政策推進室の中に政策推進課とそれからふるさと振興課という２つの課を併

設させていただいたというのは、そういう意味であります。決して力を分散したんではなく

て、いろんなところの課からそこにコラボができるような、いわゆる一つのグループ化を図

ったわけでありまして、力を分散したとは思っておりません。 

  そして、この人件費につきましては、まさに言われるとおり、私もトヨタ系の会社に勤め

ておりまして絶えず上司から言われておりましたのは、自分たちの給料の５倍の仕事をせよ

と、それでやっと一人前もしくは会社に貢献度があるんだと、３倍じゃ当たり前だと、そう

いう話をよくされました。人事担当でしっかりやってみえた山田さんはずっとそれが残って

みえると思うんですが、私もそれはちゃんと肝に銘じておりますし、限られた職員の中でき

ちっとしたスキルを持った職員を今後つくっていくためにも、先般も国の機関の方といろん

なトワイライトセミナーを開いたり、とにかく外に目を向けて民間の人と協働でできるよう

な、そんな職員を一日も早くつくっていきたい、こんなことを今思っているわけでありまし

て、最終的には私はある１つグループ制をつくってそこからいろんなところへ職員が派遣で

きるような、そして最少の職員で大きな力が出せるような、そんな部の掌握を来年度に向け

てやっていきたい、こんなことを思っておりますので、決して700万かかるとは思っており

ません。ここの中で十分できるというふうに私は今思っております。 

  ただし、それをやるにはすべての人ができるかというとそうではなく、それなりの人材を

充てるつもりをしておるわけでありまして、そのことについては何とぞご理解をいただきた
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いとともに、議員の皆様も一緒になってご協力をいただきたい、こんなことを思っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○１０番 菊地 久君 

  今の125ページのまちの駅の管理費が200万ですね。それで内訳が書いてありますけれども、

このまちの駅ができることによって200万の管理費は今年度予算組んででありますよと、こ

ういうことですね。それから２つ目には、人件費としてパートの方、前の９月のときに出さ

れた資料があるわけですけれども、約300日ぐらいの日にちをパートの方、８時から５時だ

ったかね、９時から５時までかね、お使いになって、人件費として今２人だけれども半分半

分になるとどういう計算になるのかわかりませんが、まず管理費がこういうことです。そし

て必要な人件費は、臨時職員でざっと１時間当たり830円ですか、計算して７時間で１日幾

らだとかいうのは例えば6,000円だったとする。三六180万で300日来ると。すると180万ぐら

いはパートの人で要るであろうと。それから職員です。職員が、担当者は１日そこにおるは

ずはありません。全体のいろんな中でここに自分が関与するのは勤務時間全部じゃないと思

いますが、そのうちの例えば３割なり５割なりということになると、それは先ほど山田議員

がおっしゃった金額が出てくると。自然に、このまちの駅が新たにできたことによって、最

低500万という費用は出てくるであろう、出さなならんと。 

  そして、収入のほうは、今回は節目ということで1,000円しか上がっておりませんが、大

体説明のあったときには、管理費程度、例えば最低でも10万ぐらいは上がるであろうと、こ

ういうようなことを言っておみえになったわけです。そのことについて最終的には、監査委

員さんもそうでありますが、業態効果、これは業態効果というのははっきりさせないかん項

目でございますので、必ずこれはチェックポイントになる。それを計算したときにいかがな

ものかなと、私はそう思っておりますが、まず今の試算で結構です。予算を立てたときの支

出、管理はこうわかった。人件費は、パート、臨時の人を含めて職員が何割ぐらい、何時間

ぐらいそちらに必要であろうかなと計算すると、ここに要する費用としては幾らを考えられ

たのか、予算を立てたときに。 

  それから、歳入については、いろいろと前に出された資料がありますけれども、それと若

干違ってくるのは、今回の条例改正ではほとんど１平米当たり幾らというような計算をしと

るわけですので、例えばそれを条例が通ったときに算出をしていくと、算出を。大体これを

こうに使う……ずっとというとこの条例改正によって、使われる想像をする、予定にもない

予定で算出当てはめていくと、大体の収入はこのぐらいありますということがあると思いま

す。その辺のところをちょっとお答えを願いたい。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  それでは、菊地議員のほうから、まちの駅の人件費等含めましたトータル経費のことと、

それから歳入についての質問がございました。 
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  まず、賃金の話につきましては、先ほど言いましたように125ページの約180万、これで年

間300日を、おっしゃったようにシフトで動かしていきたいと。一方は、今私ども農政商工

におります観光商工を担当します臨時職員さんを向こうにシフトさせますので、そのような

構成で考えております。 

  それと、庶務につきましては、先ほど言いましたように、ふるさと振興課の職員がおりま

すので、ただ時間的に１日は常駐はしませんが、どの程度まちの駅、交流センターとそれか

ら推進課の中での役割の中で固定的な時間は想定しておりませんので、トータルの経費とし

て大体１人の人件費が必要であろうというふうに考えております。 

  それから、施設につきましては、最初８月に説明を申し上げたのは、あくまでもその時点

でのまちの駅の管理運営の中でどれだけ収入が見込めるのかというシミュレーションをやっ

たわけでありまして、それが年間大体維持管理経費の100万ぐらいの収入が見込めるであろ

うというふうにやっておりました。その後、いろいろ各担当を含めて内部を調整してやった

結果が条例上にございます使用料という形でいただくと。それも面積カウントで、例えば多

目的スペース、それから調理スペース等を分けまして、それぞれ条例に基づいた使用料をい

ただくことでやっております。 

  それで、実際は、我々の展開といたしましては、例えばワンデイシェフのスペースを例の

使用料条例に基づいてやった場合については、例えば担い手、要するにそのワンデイシェフ

を１つのグループに流した場合に、１カ月定期的にやっていただくとすればどの程度の使用

料が出るのか、その辺のシミュレーションをある程度描きながらやっておりますが、これは

現実まず始まったばかりでございますので、まずやっぱり広く知らしめたい。それと、町が

積極的に運営したいと考えておりますので、収入見込みとしては今のところ頭で1,000円と

いうことにさせていただいたのが実情でございます。 

  以上でございます。 

○１０番 菊地 久君 

  正直言って、中身については武家商法ですので、昔よく武家商法いって、武士が商売やっ

てろくなことはなかったんですが、役場の職員が考えておることですので、中身についてい

ろんなことがありよる。さっき言っとったイチジクですか、特産品でイチジクを売るだとか、

蟹江でいろいろやってくれとる人の麦わら帽子だとかあめ玉を売るだとか、いなまんを売る

かどうかわかりませんけれども、それからあそこで、パリジャンでやっとるガクトだとか名

前をつけたそういうケーキを売るのかどうかわかりませんけれども、物を特産品という形で

陳列して売られるかどうか。それについては２割をピンはねできるとかなんて書いてありま

すけれども、どんなふうに物を置いておいて、スペースで取るのかどうかわかりません。こ

れは今後の話し合いやいろいろだと思いますが、それはそれなりに頑張っていただけばいい

んですが、あそこでディナーですね、ランチ。食事ができる体制だということで、ここに予



－278－ 

算に書いてありますように、保健所の食品衛生の責任者の登録だとか、そういうことをおや

りになって、だれが責任者になるか知りませんよ、パートじゃいけませんので職員のだれか

に資格を取らせてそこでやれるということでしょうと思いますので、それは今言った課長か

係長かわかりませんが、取られるんですね、１つはね。 

  それと、来る、食事に入ってやる人がパートの人がやるのか、これを見るとパートじゃな

くて何か業者さんが来て650円ぐらいのランチをやると、それからそれを大体15食ぐらいで

すか。２割ぐらいピンはねでいただけるといいなというようなどうも次第だったようですが、

どのような方が入ってランチをつくられるかわかりませんが、それらも計画どおり実施をし

て、ことしの９月の決算では出てきませんけれども、来年の決算で言おうと思ったら来年選

挙があるもんですから、おって言えんもんですからそのことをあんた楽しみにしとるかもし

れませんが、どうせ菊地さんは出てこんで、まあ適当にやっとけと思っとるかもしれんが、

そういうわけにはいかんでね。ことしの３月までには結果を見させてもらうと。 

  だから、最初、当初計画をしたような効果が上がるのかどうか。途中での中身については

監査委員さんのほうから鋭く検査をしてもらうというようなことがこれはあると思いますの

で、そのことを念頭に入れて、せっかくここまでやっちゃったもんで、反対しましたけれど

も強引にやった以上は、それどうだと、お前らの言っとることと違ってやったなと、胸を張

って、おまけにあなたは今度副町長だから、副町長としての手柄を示してもらいたいわけ。

１年をかけて、さすが副町長すばらしかったなというような、これは見ておりますので、言

われたように一生懸命職責をかけて頑張っていただきたいなと、これはこれで思うわけ。 

  あわせまして、がんばる商店街の推進事業の補助金というやつがあるんですが、また去年

より100万ふえております。ふえたのは、いろんなことを好きでございまして成功するかど

うかちょっと私も疑問を感じるんですが、基本的に空き店舗、ここにも書いてありますが空

き店舗の対策というのも大事ですね。まだどんどんふえていってますね。お店屋さんがつぶ

れていい例が富吉のところですね。中村さんの住んでおるところなんですが、その南側はア

オキスーパーが来て物すごいはやっています。山田乙三さんが住んどる北側は、残念だけれ

ども衰退の一途なんです。大きなああいうものが来ると人の流れがどえらい変わるんですね。

それで、前回、何月でした…… 

（「２月の」の声あり） 

  ２月の20……。北側でがんばる商店街ではありませんけれども、一応催し物がありまして、

佐屋町と蟹江町とが力を合わせて北側のということでおやりになったわけです。非常にいい

ことだとは思います。一過性かもしれませんが、これからは本当に両方の行政が一致してや

るということはいいことだと思います。いいことだと思いますが、果たしてああいうやり方

で商店街が活性化をされていくのかどうか。これから例えば新たに、ここにも富吉地区商店

街活性化事業50万ですね、桜祭りイベント、納涼イベントとか、それから今度は新たに舟入
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商店街活性化です。こういう形であちらこちらでいろんなイベントをやって町民の皆さん方

に勢いを、この蟹江町の、死にかけたと言っては失礼でありますけれども、どこでも一緒な

んです。どこでも商店街はみんな時代の流れの中で、岐阜のあんな立派なところでもそうで

しょうし、あっち行ってもこっち行ってもそうですが、昔からの大事な蟹江の本町ですね、

一番中心的なところですわね、舟入だとか本町だとか須成といえば蟹江の歴史のところなん

です。歴史の商店街が店を閉めていっちゃうもんですから、非常に寂しいです。聞いてみる

と、後継者がないし店やっとったってもうからんですよ、正直言って。もうからんようなこ

とやる人はいないの。だから、どういうふうに点滴を打っていただこうとも再生は不可能だ

というふうに言われております。 

  そういう中で、枯れ木に水をやるような感じでもいいから、一時でもいいから枯れ木に花

をこう、造花でもいいで、ぽんと挿すと、みんな、きれいな花が咲いたな、うれしいな言っ

て一時集まってくるんです。それでまた散っていく。集まって散る。その程度のお祭りだと

いうふうに思いますが、そんな失礼なことを言ってはいけませんが、この予算を組んで地域

の人が一生懸命やってくれることによって、本当に活性化になって、ああよかったな、来年

も続けて店をやれるな、再来年もやれるな、うちの息子や孫がやってくれるで、本当に蟹江

はすごいまちづくりに商店の皆さん方に力を入れてくれる蟹江町だなと、こういうふうに理

解できれば一番いいんです。これも業態効果というのはどうなのかなと。演説ばかり言うの

は、私も演説が好きで言うけれども、町長も演説が好きですので、ようおしゃべりになりま

すけれども、これからは実績が問われるわけです、実績が。実績が問われるもんですからど

うなのかなという心配をしておりますが、これを中心的にやるのも副町長になる河瀬さんだ

ね。 

（発言する声あり） 

  いや、担当、今の。だから、これも今で気持ちで引き継いでいって、本当に自分がその位

置になったときに、中心的にこの予算を生かせるような気構えだとか間違いないかどうか、

その辺をあなたにお伺いをしたいと思うが、間違いなく頑張れるか。がんばる商店街やない、

あなたたちも頑張れるかなんですわ。あんたたちも頑張れるか、頑張る職員かと、こういう

ことね。それについてまずあなたに聞いたほうがいいかと思って、新進気鋭のこれからの人

ですのでね。町長に言っても町長言うこと大体わかっちゃったもんで、まあええわ。あなた

はどうなのか、一遍ちょっとすみません、考え方をお聞かせください。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  それでは、菊地議員のご質問にお答えをします。私、産業建設部長でやってまいりまして、

このがんばれ商店街も本町の一番街を初めとしてやってまいりました。行くたびに思います

のは、本当に皆さんの表情が生き生きとしておりまして、いい雰囲気だなと感じております。

課題としては、これからそれをいかに商工業の発展につないでいくかが課題としてあります
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ので、それはそれとして皆さんの頑張りを期待としたいと思っています。 

  それで、今後、平成22年度におきましても、舟入商店街も含めた富吉商店街の活性化に向

けてがんばる商店街の補助金をもらいながらやっていく状況の中で、私ども職員としまして

は、ともかく疲弊した商業者、これを本当に元気になってほしい、頑張ってほしいという気

持ちがございますので、それを自分の心の支えにしながら、できるだけ町としてサポートし

ていけることをやって、進めていきたいと考えています。結果としては私は全力を尽くすの

みでありますので、それはもう後は結果はそのときのご判断にお任せしたいと思っておりま

す。 

  ただ、私としましては、担当課長を含めましてこのがんばる商店街推進事業も積極的に頑

張ってやっていきたいと思いますので、よろしくご理解をお願いいたしたいと思います。 

○７番 小原喜一郎君 

  ７番 小原喜一郎でございます。 

  私も、せっかく皆さんのご発言があるので、このまちの駅管理費について１つは質問、１

つは要望として発言をしたいというふうに思うのであります。 

  本当は、私のこの発言は与党の皆さんに発言していただくと一番いいというふうに思うん

ですけれども…… 

（発言する声あり） 

  菊地さん与党だったか。与党だったな。与党の人には批判されていますので、私が逆に結

果として支援の発言になるのかどうかわかりません。このまちの駅の構想については苦渋の

選択で反対をしたわけでありますので、そういう意味でいいますとこの発言はどうかなと思

うわけでありますけれども、もともと私はこのまちづくりについて、福祉と観光のまち蟹江

という構想でいろいろと建議をしてまいりました。 

  そこで、町民の皆さんの合意、これに向けての取り組みついての合意を勝ち取ることも重

視する必要があるという意味で、例えば観光業者やあるいはさまざまな、つまり観光開発に

関係する多くの住民の皆さんや、あるいは今ここで先ほど来からご論議いただいておる農民

の皆さんの団体や商工団体や、あるいは議会も含めてこの方向が合意できれば、これは蟹江

町の将来の方向が見えてくるなということを私実は思っておるものですから、そういう合意

形成の発言を今までしてきておるわけなんであります。 

  それで、だから例えば郷土物産の開発行為をする場合、あるいは観光のまち蟹江として一

定の大きな方向に向かっていって、そういう展望をしっかりとつかまえて進んでいく場合は、

私は、効率主義だとか採算主義だとか、そういう現時点でのそういう面にとらわれずに、一

定のマイナス面もあり得るけれども、将来の大きな財源として、あるいは町の発展の方向と

してとらえることができれば、それはそのことで町民の合意ができれば大きく発展する保証

になるというふうに、私はそういうふうに思うもんですから、前々からそういうことを言っ
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てきておるわけでありますが、このまちの駅に関してはそのことが見えないまま、しかもか

わの駅の方向もはっきり見えてこないまま、同時にこの松岡豊泉閣の方向性も見えたままあ

ったもんですから、苦渋の選択になったわけでありますが、そういう意味でいいますと、今、

たまたまこの前の農業の関係のイチジク畑の話から始まって、一定の取り組みがされとる状

況の中で、この方向に向けた町民の合意が大事だというふうに思うんですね。 

  だから、それで、農民団体と商工団体と、今私申し上げたんですけれども、本当に一致し

てこの取り組みができればなと、その保証が生まれてくるなということを心から思うわけな

んであります。そういう意味で、その合意形成の方向の努力がされているかどうか、承りた

いわけであります。 

  それで、私は、大いにこの方向にむけて観光、物産開発についても提案として申し上げて

おるわけでありますが、あるいは町民参与の問題でも建議したわけでありますけれども、こ

れが総合的にそういう方向に向かって進んでいくようになれば、大いに私ども蟹江町が将来

的に財政的にも潤う方向へ発展していくんではないかなと、こういうふうに思うわけで、そ

の町民合意の方向に向けて、議会も含めてぜひご努力をいただきたいという要望です。そう

いう方向で努力されているかということの質問と同時に、そういう方向に努力していただき

たいということを申し上げたいというふうに思います。 

  以上であります。 

○議長 大原龍彦君 

  要望でよろしいですか。 

○７番 小原喜一郎君 

  いや、だから質問している…… 

○議長 大原龍彦君 

  質問もありますか。 

○７番 小原喜一郎君 

  そういう方向に努力しているかということ。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  ご要望とご質問でございます。 

  今、現状は条例のほうがご提案を申し上げておりますので、本格的にやりますのは条例を

皆さんにお認めいただいた後に、その設置条例に基づく展開を積極的にやっていきたい。今

の現状は、当然、昨年の９月からこのまちの駅をスタートしておりますので、それに絡みま

して各種団体等もいろいろ話をし、また、商工会等でも既に研修等も入りまして、その運営

に関しましての勉強も行っております。 

  今後は、先ほど言いましたように、もう少し具体的に町の交流センターの体型が決まりま

すので、それが決まると同時に各団体に突っ込んだ話をしながら、この５月８日のオープン、
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それからこの１年間の運営方法について煮詰めていきたいと、このように考えております。 

  以上でございます。 

○議長 大原龍彦君 

  他に質疑がないようですので、６款商工費を終わります。 

  暫時休憩といたします。 

  10時40分から始めさせていただきます。 

（午前１０時２３分） 

○議長 大原龍彦君 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４０分） 

○議長 大原龍彦君 

  続いて、７款土木費、128ページから143ページまでの質疑を受けます。 

○７番 小原喜一郎君 

  ７番 小原喜一郎でございます。 

  133ページの工事請負費に関連をして、実は、私の発言は、公共工事をめぐる住民や業者

の皆さんの暮らしを守るという観点からの質問なんで、工事請負というかすべての請負費が

当てはまるので、どこでしようかなと思っておりましたけれども、一番ここがいいだろうと

いうことで、ここで発言をさせていただきたいと思うんです。 

  実は、私どもずっとこの予算の論議を通じて全般的に意識して取り組んでいるのは、住民

の皆さんの暮らしをどう守るかと、この予算の中でどうそれを生かしていくかという、こう

いう立場で伺っておるわけであります。したがって、実はこの公共工事の問題をめぐって、

住民の暮らしを守る、業者の皆さんの営業と暮らしを守るという、こういう観点から伺いた

いなというふうに思うわけであります。 

  そこで、実はこれ千葉県の野田市が条例制定をいたしました公契約条例というのを、これ

を検討する方向はないかということで伺いたいわけであります。野田市長さんは、単に野田

市だけでやっても意味がないので、野田市の関係でいえば意味があるわけですけれども、全

国的にできればそういう方向にすることが望ましいということを思って、全国市長会に呼び

かけて、最初は５市の市長と合意して要望書を国へ上げたわけでありますが、今度、全国市

長会で決議をしていただいて、国の法律として公契約法というのですか、これを法律をつく

ってもらいたいという要望書を上げたんです。それだけではいかんので、野田市だけでもま

ずやろうということで条例制定をしたわけでございますけれども。 

  どういう内容のものかということをちょっと野田市の条例をめぐって説明をさせていただ

きたいと思うんですけれども、第１条でどう言っているかというと、公契約に係る業務に従

事する労働者の適正な労働条件を確保することにより、当該業務の質の確保及び公契約の社
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会的な価値の向上を図り、もって市民が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会を実現

することを目的とするというふうになっているんです。 

  そこで、従来、ともすると行政体は公契約を結ぶに当たって、あるいは入札をするに当た

って安かろう、安ければ何でもよしということで、業者の側の例えば労働者の皆さんを使う

に当たって、賃金はできるだけ安くすれば安く上がるわけで、そういうことには目もくれず

に安ければいいということでやりがちだったんですね。全国的に今もそれは続いているわけ

であります。そうすることによって、競争に打ち勝つには安く上げなきゃいかんので、業者

の皆さんは、従業員は派遣従業員だとか、あるいは安い労働基準法も無視した形でおやりに

なる場合もままあるわけであります。それをそのままに放置しておけば、一層地域住民のそ

こで働く労働者をいじめることになるし、結果として契約として結ばれる内容の工事の結果

も必ずしもいい結果にはならないと。 

  こういう観点から、公契約条例をつくったほうが望ましいと、地域経済を発展させていく

上で、あるいは守っていく上でそういうことが望ましいということで、この条例を制定した

のであります。でき得れば、法律でつくっていただければ、日本社会の全体としてそういう

発展方向が生まれてくるのでは、明るい方向が生まれてくるのではないか、こういうもくろ

みがこの野田市長さんに実はあったわけでありますが、私どもも、これは大変にいいことだ

なというふうに思いまして、できれば蟹江町でも実現できないかということで質問をさせて

いただくわけであります。 

  それで、既に全国の市町村でこの取り組みが、まだまばらでありますけれども始まってお

るわけであります。その点で伺うわけでありますけれども、蟹江町の公契約を結ぶ場合に、

この辺のところをどのように類して、つまり、安かろう悪かろうと言うと言い過ぎかもかも

わかりませんけれども、安ければ何でもいいということで、ついそういう結果に終わって、

労働者の暮らしを一層悪い環境をつくり出しちゃっているという現実があるわけであります

ので、その辺についてどのようにお考えか承りたいと思うんです。 

○産業建設部長 河瀬広幸君 

  今、小原議員のほうから、公共工事の発注、公契約に基づく条例制定、これが千葉県の野

田市でされたということであります。趣旨としましては、地域社会への貢献ということで適

正な工事の執行が大前提であるというふうにお受けとめしました。 

  蟹江町におきましても、当然これは、工事の執行につきましては、単価等については県の

単価を用い、なおかつ審査に当たりましては、経営事項審査といいまして業者の実績、それ

から職員の配置等々を含めましたものを勘案しまして、適正な工事を執行しておるわけでご

ざいます。 

  特に、この昨今では、経営審査事項の中でも業者の地域の貢献度が重視されておりまして、

それが例えば地域に貢献することによってプラス点として加点され、経営事項審査の総評点
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が上がるという傾向がございます。これは、言わずもがな、それぞれ地域への貢献をせよと

いうこともありますので、町といたしましても当然適正な工事を執行するにつきましては、

そういう条例制定も必要かと思われますので、大変申しわけありません、今のところまだ情

報が入っておりませんので、早速また勉強をしたい、また検討をしていきたいというふうに

考えております。 

  以上でございます。 

○７番 小原喜一郎君 

  それで、中を、条例全体を私取り寄せていただきましたので、少しだけ紹介しておきたい

というふうに思うんですけれども、例えば、この条例では下請業者に向けても、つまり、請

け負う業者が、Ａ業者が請け負ったとしますと、そのＡ業者が雇う下請業者にまで一定の規

制を加えて、労働者の使い方、労働条件等の基準を示して、それを破った場合は罰則までで

きているんです。例えば指名業者を外すだとか、あるいは一定の損害賠償請求をするだとか、

そういうことまで決まっているわけでありますが、それから、労働者の賃金ですね。これは

その地域におけるその業種の最低賃金は下回ってはならないという条例の内容になっている

わけです。そのことによって、労働者の皆さんの暮らしを守る、労働条件を守りながら地域

経済が発展していく保障が公を通じて生まれていくという、こういう結果になるわけなんで

すけれども、これは事務局にお願いして野田市から条例全文をとっていただいたので、当局

も取り寄せていだだければ内容がわかってくると思います。また、その動きも全部、これど

ういう試みをしていらっしゃるかということについて、ここに全部載っていますので、とっ

ていただければわかると思いますので、ぜひ勉強していただいて取り組んでいただきたいな

というふうに思うわけでありますけれども、町長その点では、今産業建設部長はそのように

おっしゃっていただいたんですけれども、町長としてもそういう方向やお考えがあれば承っ

ておきたいと思うんです。 

○町長 横江淳一君 

  入札につきましては、本当にいつも入札結果をお示しするたびに、高い安い、入札率の問

題等々が一番最初に出るのが事実であります。それで、今まさにその野田市長さん、私ちょ

っとまだ拝見していないのでわかりませんが、これは蟹江町のみならず、地域広域でやって

いかなきゃならないことだと私は思っています。そんな中で、品確法だというのも実はある

わけです、実際。ですから、本当に下請業者のいじめになってはいかん、安ければいいとい

うふうには思っておりませんが、限られた予算の中で我々行政としては、きちっとした設計

のもと一番安くやっていただけるところに当然落札していただくのは当たり前のことであり

ますが、その結果品質が落ちたりそうこうなっては、これはもう大変であります。貴重な税

金を使うことでありますので、そのことも含めてちょっとこれは慎重にやっていかなきゃい

かんなと、こんなことを思っておりますので、広域でやるべきだというふうにも思っており
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ます。よろしくお願いします。 

○７番 小原喜一郎君 

  要望だけ申し上げておきます。ぜひその方向に向けて、この条例が仮に実現しますと、１

つは工事の品質の向上にもつながるというふうに思うんです。同時に、自治体の別な面での

使命、つまり地域の住民の皆さんの暮らしを守るという点でも、行政としての使命を果たす

ことができるというふうに思うんです。そういう点で、ぜひ近い将来にはこの条例が制定で

きるようにご努力をお願いして終わります。 

○３番 山田邦夫君 

  ３番 山田邦夫です。 

  費目の一番最後の143ページ、一番下に公共下水道事業特別会計繰出金約２億があります。

去年より倍増しておるわけですが、これは公共下水道、どういう部分に繰り出しをするとい

うルールがあるのか。決められた分が毎年こうやって発生してくるのか、将来の見通しはど

うか、お尋ねします。 

○下水道課長 絹川靖夫君 

  それでは、お答えをさせていただきます。 

  ご存じのように、公共事業の下水道につきましては、国庫、それから起債が主でございま

して、出と入りの足らん部分については一般会計からの繰入金で処理をさせていただいてい

ます。今回多いのは、後で質問があるかと思いますけれども、非常に、供用開始に向かって

やれない地区が藤丸団地、それから消防署からの接続点８、９、10、11、それから今回問題

になります南保育所の問題を含めますと８億、工事にかかります。その関係上、起債、今言

いましたように国庫と残りの部分が一般会計からの繰り入れになりますので、よろしくお願

いいたします。 

○３番 山田邦夫君 

  山田です。 

  そうすると、例えば、下水道工事の将来のどこかつなぐ部分だとか掘る部分だとか、そう

いう決められた部分のある部分をもつじゃなくて、毎年毎年こう、計画を立てて資金繰りを

して、足らんときに町に助けてくださいという形になるんですか。確定で毎年毎年変わる数

字でしょうか。 

○下水道課長 絹川靖夫君 

  そのとおりだと思います。うち、今事業を進めていますのは、処理分区に対しまして、例

えばことし４億やろうとか、県の流域関連の事業に従いましてうちは進めてまいりますので、

高い低いは当然ございます。それでご理解をお願いいたします。 

○１３番 伊藤正昇君 

  新政会 伊藤です、13番。 
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  129ページ、一番下のところに放置自転車等処分料52万5,000円、これは何台ぐらいの処分

料がここに計上してあるか、今年度22年度で聞きたいと思います。 

○産業建設部次長・土木課長 水野久夫君 

  放置自転車の処分委託料として52万5,000円の計上をさせていただいております。台数と

しては約700台ぐらいを想定したものでございます。 

○１番 松本正美君 

  １番 松本正美でございます。 

  141ページ、公園緑地の維持管理費というところでありますが、先般、代表質問でも公園

の整備ということで質問させていただきましたけれども、このときは大まかな質問でありま

したので、ちょっとお聞きしたいんですけれども、特に、まず浄化槽の保守点検委託料とい

うことで保守点検をやられているわけなんですけれども、特に、全般的にトイレが汚くなっ

ているのは確かであります。総点検やらさせていただきましたので。そういう意味からも、

特に交通児童遊園の浄化槽はかなり古いタイプの、要するにトイレですね、トイレが水洗が

ついとるわけなんですけれども、今は大体レバーですね。そこの交通児童遊園のトイレはひ

もで引っ張るやつですね、昔の、旧式の。もう相当継ぎはぎになっていまして、便所も。そ

うとうこれはかなり前からもうその状態じゃないかなというのがうかがえるんです。そして、

地域の方も浄化槽があふれていると、もうどうにもならんという声もお聞きしています。こ

れはもう早急にやっぱり、多分浄化槽の保守点検されとると思うわけなんですけれども、い

まだに変わっていないということは、かなり前からそのままの状態でないかなと、このよう

思うわけなんです。この点もちょっとお聞きしたいなと思います。 

  それと、トイレが非常に全体的には汚いわけなんですけれども、汚い話ですけれども、大

便のほうも、あれは横に漏れたというようにしか、これは何というか、なすりつけたという

か、本当に非常に悪質なトイレもあるんですね、汚い。だから、確かにそういう意味では、

もうちょっとそうした点検をしなきゃいけないなということを感じるわけなんです。今、各

町内で防犯でずっと夜警らされている方もみえますし、昼間も警らされているかたもみえる

わけなんですけれども、こうした方にもお願いしていただいて、恐らく公園の近くも通られ

ると思うもんで、そのときに、トイレというのは非常に隠れた場所にあるもんですから、今

いろんな事件も起きていますので、そうしたことを含めて点検をしてもらうのもええんじゃ

ないかなと、このように思うわけなんです。そうした防犯の意味からもトイレの点検をしな

がら、男子用の便所のほうも、たばこのポイ捨てというか、かなりひどいところもあるんで

すね。あれもマナーが悪いと言えばマナーが悪いんですけれども、もうちょっと早く点検し

とれば対処できるんではないかな。もう完全に詰まっちゃって流れていないという状況のと

ころが多くありますので、この点について一度ちょっとお聞きしたいと思います。よろしく

お願いします。 
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○都市計画課長 志治正弘君 

  では、お答えをさせていただきます。 

  予算書を見ていただいておわかりのとおり、公園のメンテナンス委託契約でございますが、

保守点検等かなりの金額を計上させていただいております。そんな中で、議員からせんだっ

ていろいろな公園につきまして不備等、正式に文書でいただきました。今１つ言われた交通

児童遊園のトイレでございます。議員に言われまして早速公園管理のほうに逐一報告しまし

て対応をということで、すぐ私見に行きましたけれども、きれいにすぐ対応を職員がしとっ

てくれまして、きれいな状態ではございましたが、何せいかんせん型が古い便器でございま

す。便器そのものをかえるとなると非常にやはり費用がかかることがございますので、また

それはちょっと宿題としていただいておきたいと思います。 

  また、実は、議員も今おっしゃったように、非常に公園利用者の方のマナーが悪いです。

昨年は、実は佐屋川創郷公園にあるトイレ、ひどく壊されまして警察に被害届も出させてい

ただきました。そんなような状況の中で、モラル向上をということで啓発看板等を立ててお

りますが、いろんな利用者の方、お母さん方からもいろんなご意見、町長メールなり直接電

話でということもありますけれども、その都度申し上げておりますのが、一番公園を利用さ

れているお母さん方や皆さんが、もしお気づきの点があればその場で電話１本いただければ

すぐ対応できますので、そういったこともお願いできませんでしょうかと。もちろん職員が、

私どもが常々パトロールして管理するのは当たり前でございますけれども、そうしたことも、

利用される方々にもその辺をご協力していただくようにお願いしているのが事実でございま

す。 

  以上でございます。 

○１番 松本正美君 

  防犯で、今地域を回られている方にお願いすると、今アダプト制度というのが全国各地で

もそういう展開をされておるわけなんですけれども、ボランティアによるそういうお金のか

からない取り組みもされているところもありますので、こうしたやっぱり取り組みというの

は今後必要だし、防犯のためにもつながってくるんではないかなと、このように思うわけな

んですけれども、町長は、公園は利用者に本当に魅力ある公園整備ということを言われてい

ますので、もう一度町長のほうからその点を含めて答弁いただければと思いますが、よろし

くお願いします。 

○町長 横江淳一君 

  松本議員の公明党議員の方六、七人お見えになったときにもお話をさせていただきました。

代表質問でもお答えをさせていただきましたが、今16の都市公園と29の児童遊園等々ござい

ます。トイレのあるところ、ないところ、それから施設の老朽化も否めない事実であります。

そのことについて、今できることはすぐ対応させていただく、これをお約束したところであ
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りますが、ご存じのように、水周りというのは大変お金のかかるものでありまして、順に整

備をさせていただきます。ただ、今、下水道が順次蟹江町に配備をさせていただくことにな

りましたら、その順番でもいいですから、一つずつトイレの改修もしていきたいな、こんな

ことを今思っているわけでありますけれども、ただ、今予算上にどうだと言われると、まだ

あらわれてはおりません。ただ、優先順位の高いところから徐々にやっていきたいなと。 

  それと、先ほどからずっとおっしゃっていますアダプト制度についても、これは広く町民

の皆さんにこれからお示しもしたいですし、まちの駅ができましたら、そこのところも、町

の職員も公の皆さんと一緒になって協働で何かできないかなという取り組みを実はもう今始

めておりまして、若手の職員さん、それから先般総務省の方がお見えになってちょっとセミ

ナーを開いていただきました。これからの公務員というのは、町に飛び出して町の人と一緒

になってやらなきゃいけないということをこくこくと説かれました。我々といたしましても、

目からうろこの職員もあったでしょうし、新たな気持ちになった職員もあるというふうに聞

いております。80人強の職員がそのセミナーを実は６時から２時間ぐらい受けました。これ

からのまちづくりは、町民のみならず職員が先導してやるんだということを今後もやってい

きたいな、そんな中でアダプト制度だとかそれぞれの各ところに散らばっております町の各

施設、この点検等々についても、できる限り公務員も一緒になってやっていきたいな、こん

な中でトイレの整備、公園の整備もきちっとやっていけば目が届くんじゃないかなと。 

  もう一つは、モラルの向上だけについては、これは根気よく、文書等々もいいですし、啓

発啓蒙もやっていきたい、こんなことを思っておりますのでよろしくお願いします。 

○議長 大原龍彦君 

  他に質疑がないようですから、７款土木費を終わります。 

  続きまして、８款消防費、144ページから153ページまでの質疑を受けます。 

○１３番 伊藤正昇君 

  13番 伊藤です。 

  151ページ、火の見やぐらの解体工事についてちょっとお尋ねしますけれども、私のとこ

ろは２年前に新しい新蟹江西分団の詰所をつくっていただきまして、どうもありがとうござ

いました。そのかわり、今の火の見やぐらが管理がだれもされておらんということで、町長

もご存じだと思うけれども、秋祭りには四、五百人来るからあそこへ子供たちが上ったり、

今は管理しておらんから、いつ上っていってけがしてもいかんから、下のコンクリは別とし

て上屋だけでも早急にひとつお願いしたいと思いますが、どうですか。 

○消防署長 山内 巧君 

  それでは、新年度の火の見やぐらの解体でございますが、前々から言っておりますように、

これは予算の編成前にすべての火の見やぐらを回っておるわけでございます。今回やはり回

った結果、蟹江新田の宮ノ割地内、やはりあそこが一番危ないということで、次年度予定を
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しておりますのでよろしくお願いをいたします。 

○６番 林 英子君 

  まず初めに、名前を教えていただきたいと思いますが、この前議員で練習し、いろいろと

教えていただいた、ほら心臓を押さえるやつ何でした、ＤＡＥ…… 

（「ＡＥＤ」の声あり） 

○議長 大原龍彦君 

  ページ数はありますか、ページ数は。 

○６番 林 英子君 

  ＡＤＥでしたかね。 

（「ＡＥＤ」の声あり） 

  ＡＥ…… 

（「Ｄ」の声あり） 

  私きょう持っていないんですけれども、すみません、その普及なんですけれども、現在蟹

江町ではどの辺まで普及しているか。聞いてみますと、各幼稚園に全部つけたとか、この辺

で保健センターでは見たことあるんですけれども、各小学校、中学校、今全国的にはずっと

普及しているというふうに聞いていますが、蟹江町では今どの辺まで普及し、今後の予定は

どうでしょうか。お聞きします。 

○消防署長 山内 巧君 

  ＡＥＤの町の公共施設の設置状況でございますけれども、これは平成18年度に町の公共施

設、役場とそれから体育館、それから福祉センター、それと保健センター、この４施設と２

中学校に設置をしていただいております。これはあくまでも施設で管理をしていただいてお

ります。それと、あと、小学校の５施設につきましては、平成20年度に教育委員会さんのほ

うで設置をしていただいております。 

  それから、ＡＥＤの普及講習でございますけれども、私どもは大体年間に消防団も含めて

400人ぐらいの３時間の講習を受けてもらっております。 

  以上でございます。 

○１番 松本正美君 

  １番 松本正美でございます。 

  145ページ、常備消防管理費ですか、2,700万ですか。ここに当たるかどうかちょっとあれ

なんですけれども、実は、住宅用の火災報知器の普及についてちょっとお聞きしたいんです

けれども、総務省が発表している消防法の改正により2011年６月までに設置義務化をされた

住宅火災報知器の普及ということで、今現在蟹江町としてはどのような状況になっておるの

かちょっとお聞きしたいのと、やっぱり今老人施設の火災がかなり全国的にも広がっとるも

んですから、我が本町のそういう施設のほうはどういうふうになっているのかちょっとお聞
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きしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○消防署長 山内 巧君 

  それでは、まず住宅火災警報器からお答えをさせていただきます。 

  蟹江町では、これは火災予防条例によりまして、新築住宅につきましては平成18年６月か

らの義務づけでございます。それからもう一つの既設住宅につきましては、これは消防法の

関係で20年６月からを原則としておって、猶予期間としては23年６月からというふうになっ

ておるんですけれども、蟹江町を含む愛知県の各消防本部につきましては、平成20年６月か

らこの義務設置というふうになっております。 

  この設置率でございますが、これはちょっとこう、国のほうの１年前の調査でございます

けれども、愛知県全体で63％ぐらい普及しておるというふうな推計が出ております。 

  それから、先ほどのグループホーム、この間の札幌での火災に関しての、同じようなホー

ムにつきましては、蟹江町の管内では４施設あるというふうに聞いております。利用者の方

は49名おられるといったお話でございます。ここにつきましては、実は平成21年４月に消防

法の改正がございまして、防火管理も収容人員が10人以上の場合につきましては防火管理者

を選任してきちっと防火管理業務をやりなさい、そういったことで、うちの４施設について

は、すべて消防計画も出て、防火管理者も選任がされております。 

  それから、もう一つ、消防設備の関係をちょっとお話をしておきますと、この法の改正に

よりまして、消防署への自動的な火災通報装置の設置が義務づけられております。それとも

う一つは、延べ面積が275平米以上となる施設については、スプリンクラーの設置が義務づ

けられています。ただ、これは既存の建物ということで遡及適用となるわけでございますが、

これは24年３月までの猶予期間がございます。うちの４施設については、火災通報装置につ

いては４施設のうち３施設がついてございます。スプリンクラーについては、まだ猶予期間

がございますので、今うちの予防課のほうから指導をしておるところでございます。 

  以上でございます。 

○１番 松本正美君 

  今、施設のほうでは、４施設のうち３施設がついているということでよろしいんですか。 

（「はい」の声あり） 

  はい。それであと１施設は指導してみえるということで…… 

○消防署長 山内 巧君 

  経過期間中でございますのでそれまでにつけていただくようには指導しておるということ

です。 

○１番 松本正美君 

  それで、今、愛知県は、私のほうの聞いている資料では68.3％、大体ほぼ同じぐらいだと

思うんですけれども、全国的にはかなり進んでいるなと、このように思うんですけれども、



－291－ 

まだ悪いところは32％とか、23％とか、そういうところもあります。 

  それで、やっぱりこれだけお年寄りの火災での死亡事故が多いということで、これからひ

とり世帯というか、65歳以上のお年寄りが多く蟹江町もみえると思うんですが、そうした

方々に設置を補助してあげられるような形はとれないのかどうなのか、これは町長のほうに

聞いたほうがええかなと思いますが、よろしいでしょうか。 

○町長 横江淳一君 

  65歳以上の方ばかりではなく、高齢者の方もおみえになりますし、それから独居老人の方

もおみえになりますが、実際まだ補助はどうということは具体的には考えてはおりませんけ

れども、まずどういう状況であるかということを把握して、本当に家族の方がつけることが

できない、本当にそこまでお金が出せない方がおみえになるならば、これは何かの方法で

100％に向かってやっていかなきゃいかんな、こんなことを思っておりますけれども、実際

は補助をどうだということに関しては、今のところはまず考えてはおりません。ただ、啓発

啓蒙については、当然これからスタートをさせていかなきゃいかんですし、消防署、それか

ら消防団含めて、今蟹江町が68％だったですか、できるだけ、100％というのは無理かもわ

かりませんが火災報知器の設置については啓発啓蒙をやっていきたいなと。今、補助のこと

については、すみません、今すぐはどうだということにはなっておりませんので、どうぞよ

ろしく。考えていかなければならないのかもわかりません。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○１番 松本正美君 

  １番 松本正美でございます。 

  どうか、こうしたおひとりの方が、お年寄りの方が、これが今後ふえてくると思いますの

で、またこうした警報器の設置というのが求められてきますので、どうぞ１回考えていただ

きたいなと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 大原龍彦君 

  他に質疑がないようですから、８款消防費を終わります。 

  続きまして、９款教育費、154ページから197ページまでの質疑を受けます。 

○１３番 伊藤正昇君 

  13番 伊藤です。 

  191ページ、給食の賄材料費で１億5,853万6,000円ですか、これについてちょっと伺いた

いと思います。 

  給食というのは、小学校の児童６年間、中学校が３年間、９年間食べるわけです。これは

本当に給食で子供さんが育つという考えを給食センターの所長もちょっと腹の中へどんと入

れておいて、そういうことをもって約4,300ですか、昼。昼になったら小学校と中学校と弁

当を届けりゃええと、そういう簡単な考えではいかんと思う。生徒が小学校６年間と中学校、



－292－ 

成長していくためにこの昼を、給食を楽しみにして食べに来る。中には朝飯食べて来んのも

おるの。そういうことを考えて、真剣に取り組んでもらわないかんと私は思っている。 

  だから、ただ昼になったら弁当を届けりゃええと、そういう考えじゃなくて、最近２回ぐ

らいあったんだけれども、所長は栄養士がやっとるからということでわからんけれども、栄

養士自体もかわれば、食べ物というのは一番難しいんです。味の濃いのが好きな人、薄いの

が好きな人、これは一番難しいんです。ただ、完全なミスで塩抜きを忘れたり、こういうの

があるし、見た目も肝心だし味も肝心だし、これ千差万別だから本当に難しい問題なんだけ

れども、やはり中学校、小学校はそれぞれ成長期の盛りだから、そういうことに対して真剣

に取り組んでほしい。 

  まず１つの質問だけいいますと、町長いつも地産地消と言われるんだけれども、品目別に

どのぐらいあるのか、量はどのぐらいあるのか、地産地消でやっているのが。まず、そうい

う今の中学校３年、小学校６年、そういう頭の考えと、それから所長は四千何百食の…… 

（「300食」の声あり） 

  300の責任者、オーナーですよ、あなたは。オーナーだからもっと真剣に、昼になったら

弁当持ってけやええいうような考えじゃなくて、そういう心構えいろいろ教えてください。 

○小中学校給食センター所長 村上勝芳君 

  昨年の９月から新しいセンターが稼働いたしまして、約これは半年を過ぎておりますが、

従来から学校給食の食材、賄い材料なんですが、蟹江町内の業者でつくっております青果物

の納入組合というのがございます。そこは、私ども産地を指定して野菜類は購入いたしてお

りますので、西流通センターのほうで商店街のほうは購入しております。大体、年間45種類

ぐらいの根菜類を購入いたしております。年間でいきますと5,700キロ、57トンを購入いた

しております。購入額に関しましては、約1,430万ほど―野菜類だけですね―なります。 

  そして、１日平均でいきますと、野菜類の関係でいきますと370キロです。保育所が約60

キロ、学校給食のほうでいきますと310キロ購入して毎日使用しております。金額に換算い

たしますと、370キロですが、１日平均でいきますと約10万ちょっとの野菜類の購入になっ

ております。 

  以上でございます。 

（発言する声あり） 

○議長 大原龍彦君 

  ちょっと、立って。 

○１３番 伊藤正昇君 

  いや、これ答弁漏れだよ。 

○議長 大原龍彦君 

  答弁漏れか。 
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○１３番 伊藤正昇君 

  答弁漏れ。小学校６年と中学校３年の成長期に対するあなたの心構え。それから給食をつ

くるあなたがオーナーだと思っとるんだから、そういう心構え。 

○小中学校給食センター所長 村上勝芳君 

  どうもすみませんでした。何よりも６年間と３年間、成長期にある子供たちの給食ですが、

安全・安心は何よりですが、子供たちの成長に合わせたカロリー、そういうものも重点に置

いて学校給食に取り組んでいきたいと考えております。 

○１３番 伊藤正昇君 

  ２つほどまた質問したいと思いますが、町長、町長は飛島の久野村長と大変懇意にされて

おると思いますけれども、そこで、地産地消と言われても、町長もさっきもきのうも答弁さ

れておりましたけれども、蟹江ではもう畑は小さいところばかりだから賄えんと、だから飛

島あたりではキャベツだって1,000平米、ホウレンソウでも1,000平米、ネギでも1,000平米

単位でつくっておる。直接頼んで新しい野菜を子供たちに食べさせることはできんのか。や

っぱり流通経路を通さにゃいかんのか、法律的にはわからんのだけれども、そういうことを

ちょっと聞きたいんだけれども。 

  それから教育長にも、さっきの６年間・３年間、これをどういうふうにとらえてみえるか

ちょっとお聞きしたい。 

○教育長 石垣武雄君 

  じゃ、私のほうから。村上所長が申し上げたとおり、子供たちのそういう成長に欠かせな

い給食いうことで、先ほど安心・安全をベースにということが話がありました。そのとおり

でありますし、それから、やっぱりカロリーと同時にバランスですね、食品の。そういうよ

うなことで、献立委員会というのがございまして、月に１回。これは、学校の先生方、給食

主任ですが、集まっていただき、そしてそこにもちろん所長さんもおりますけれども、特に

栄養士さんが原案をつくって、そして毎日の献立を出す。そしてそこにカロリーとかそうい

うバランスが入っています。それを検討して翌月の献立ができていくというようなことで、

そういう皆さん方の意見を聞きながら栄養士も頑張ってやっていくいうことで、当然子供た

ちが先ほどもお話があったように、朝ご飯を食べて来ずにという子もみえるかもしれません

けれども、それであっても３食の中の大事な１食いうことで、心して取り組んでいるという

ふうに思っていますし、私どももそういう形で今後も取り組んでいきたいと思っております。 

○町長 横江淳一君 

  代表質問のときにもお答えをさせていただきましたが、地産地消は本当にこれからやって

いかなきゃいけない、食の安全を確保するためにもやらなきゃいけないなということは思っ

ています。海部郡で、やはり野菜づくりが中心なところは愛西市であります。例えば、例に

出しましたが、果物、フルーツ１つとっても、季節の地のフルーツを、イチゴをとろうと思
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って4,300個、ここでそれが間に合うかというと大変難しい話であります。それと、例えば

今イチジクという声が聞こえておりますけれども、仮にそういうものがあれば、それも出す

こともできますし、安心・安全の地域のイチジク農家の方々にも力が、これ弾みがつくわけ

でありますので、こういうことも含めて地産地消の開発はやっていきたいなというふうに思

っています。 

  ただ、今、基本的に野菜は、蟹江町の業者育成という意味もありますので、そちらの組合

のほうから仕入れておるというのも事実であります。ただ、量がそろわないということで、

西流通センターにお願いをして安心な食材をということも今村上所長が答弁したとおりであ

ります。それで、飛島の村長さん、それから愛西市の市長さん、それから弥富の市長さんも

含めて、もしもそういう安心・安全の食材が届けていただけるんでしたら、それはやぶさか

じゃありませんし、コラボすることは考えております。 

  ただ、１カ月に例えば１遍だとか１日だとかという、そういう日をとにかく来年はつくる

べく、ＪＡあいち海部と協力をして、その模索を来年はスタートさせていきたいというふう

に思っています。形としてどういう形になるかわかりませんが、できるだけ地域の地のもの

を、季節のものを月に１回だとかと出させていただければいいのかな。先ほど来教育長から

もありました、これは保育所から食べるわけでありますので、保育所、小学校、中学校、ひ

ょっとすると10年、11年が、その一番貴重な細胞の成長する時期に食材を与えるわけであり

ますので、我々としてはそれをしっかり守っていって、地産地消もそこから含めていきたい。

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○１２番 山田乙三君 

  12番 山田乙三です。 

  今、191ページ、伊藤さんが賄い材料について質問されました。私も関連といいますか、

ちょっと確認をし、質問をしていきたいなと思います。 

  昨年の３月の定例会で、私は「食文化と地産地消を質す」と、こういう形でるる申し上げ

ました。そんなわけで、答弁の中で、そのころは中国ギョーザの問題がございまして、話題

になったとき、ちょっと後かな、そういうときでしたんで非常に関心が高かったいうことも

あります。食材で、カット・スライス野菜の割合は全体でどのくらいですかと、こういうふ

うにご質問をさせていただいた。そうしたらわずか１％。私もさらっと流しましたけれども、

どうもそのときから今まで腑に落ちんのです。わずか１％という数字が、非常に抑えた数字

を言われたと思いますけれども、本当ですか。こういうことでありますし、例えば、カッ

ト・スライス野菜はカボチャ、レンコン、サツマイモ、カット・スライスで購入することも

ありますよというコメントも確かにございました。皮むきで指定しているものは特にゴボウ、

または冷凍食品として里芋、インゲンなどを購入していますよ、こういうご答弁もございま
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したし、先ほど言いました中国産のものは冷凍食品は現在、一切という言葉は使われません

でしたけれども、使用していない、こうおっしゃいました。これは額面どおりとると非常に

うれしいわけですけれども、さて一方、食料自給率という面からいきますと、本当ですか。

いやが上でも中国の野菜を食べたくなくても、食材として入れなければ、材料供給としてだ

めじゃないですかと、こういうことを皆さんつかんでおられると思います。 

  それで、蟹江町、オール電化で愛知県の中でも初めての方針でやられ、それはそれで現在

に至っておるわけですけれども、一つの大きなうたい文句は、ガスから電気、それからウエ

ット方式からドライ方式と、これもよくわかりますが、１つレンコンにとってみると、いわ

ゆる根物野菜ですね、ゴボウでもそうですけれども。泥がついているわけなんです、泥が。

これがやっぱり新鮮さを保つための一つの方策ということもありますし、ただ、１日4,300

食を提供すると、こうなれば、いわゆるその前の仕込みのことで、できんことはできん、難

しいよということは私もこうなりましてわかっておりますけれども、例えば蟹江町の青果物

納入組合を通じて、津島西流通センター、私、調べたわけじゃないですけれども、情報を入

れていただいた方があります。例えば、レンコンだとかゴボウだとかいうのは、土で汚れて

おります。もちろん根物野菜だし、葉物野菜でも一部農薬もついたりかけたりしますけれど

も、特にこういう根物野菜については、愛西市に加工業者があるんです。ですから、担当者

はぞっとされると思いますけれども、いわゆる津島西の流通センターから、一たんそこの愛

西市のいわゆる１次加工といいますか、そこでカット・スライスして、蟹江町の給食センタ

ーへ流通されるのが大方、いわゆる常識らしいです。 

  この辺を、何だかんだと答弁では、正直にどうなんだと、こういうことを申し上げていた

だかないと、先ほど伊藤さん言われました幼稚園から中学校まで、いわゆる子供、国の宝と

も言われておりますけれども、実態をつまびらかにしていただかないと、１％だ、やってい

ません、使っていませんといっても、やはりちょっと首をかしげたくなる。まずその１点、

実態を正直にお話しをいただきたい。 

  例えば、冷凍食品については使っていません、本当ですか、こういうことを私は申し上げ

たいわけですけれども、もう一つ、具体的に言いますと、昔あそこで、給食センターで働い

た、蟹江中学校のところですね、今のパートさんはいいね、何ですかと言ったら、もう泥だ

らけのもの、洗って洗って、もう非常に時間に追われて大変だった、今はそれないね。それ

が何より言われて、それはそれでいいですよ。それをいかんと言っとるわけじゃないですけ

れども、それはいいですけれども、実態は、いわゆる隠すんじゃなくてこうなんだよと、

4,300食パーデーでやるわけだからちょっとその辺も勘案してくださいと。私もそれはそれ

なりに納得します。ですけれども、中国の野菜やらを、例えば１次加工業者のところで、人

を見たら何とかかんとかという言葉もありますし、私は信用しませんけれども、すりかえを、

あるいはお米についても海部ＪＡからの提供、新米がありまして、そういうのも抜き打ち的
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にチェックされておられますか。それが私は給食センターの所長の役目じゃないかな。 

  例えば、甘い辛いというのはありますけれども、塩抜きを忘れておると、１回ぐらいなら

いいけれども２回ぐらいあった。学校の先生も言いたかったけれども、やっぱり言うとちょ

っと角が立つから言わなかった。真剣に私に言われるわけなんです。ですから、それをだれ

がチェックするんですか。だれかがチェックして、味つけは誰が最終的に味つけにゴーを出

すんですか。この辺も、ただあそこ座っとってもらっただけではだめです。そのための給食

センターです。もう一人舘林さんとみえる人、あの人は栄養士の資格を持っておられます。

ですから、そういう午前中、帰らす時間に、非常にやはり働いている人はもう戦争状態です。

そこでのほほんとしてもらっては困るというのが、そんなことは言いませんけれども、本当

にぴりぴりと神経をすり減らしていただいて、子供に安心・安全な食材あるいはスムーズに

提供するというお考えを当然お持ちだと思いますけれども、もうその辺の二、三点、給食セ

ンターの所長から、１％のデータは教育次長から答弁いただきましたけれども、そのデータ

は、給食センターの所長ですから、私はこれにはうそがあると思っています。その辺をいま

だになって全くむせ返っておりませんけれども、よくおっしゃったなと。ですから、その辺

をちょっと述べてください。 

○小中学校給食センター所長 村上勝芳君 

  まず、20年１月30日にありました冷凍ギョーザの健康被害について、そういう実態がござ

いましたので、中国製の冷凍のものについては使っておりません。国産の冷凍のものは使っ

ておりますが中国製の冷凍のものは使っておりません。そして、カット、スライス、皮むき

根菜類の使用なんですが、カット・スライスしたものを購入しておりますものは、カボチャ

だとかレンコンだとかサツマイモだとかというのはカットしたものを購入いたしております。

山田議員がおっしゃられたように、青果物が落としたものを西流通センターで落としたもの

を青果物納入組合が愛西市のカットの業者のほうへ回して、その業者のもとでカットを業者

のほうへ回してそれを私どもへ納入してもらっているというのが実態でございます。 

  そして、皮むきのものについてはゴボウ、レンコン、そういうものは皮をむいたものの指

定をして購入をいたしております。割合については、先般一般質問で答弁をさせていただい

た１％ということで私も１％で答弁させていただきましたが、それは若干誤差はありますが

平均では１％だということで申し上げたということでございますので、よろしくお願いいた

します。 

○１２番 山田乙三君 

  私が言ったから愛西市の１次加工といいますか、初めて給食センター所長言われて、それ

はいいですよ、それは確かに。１日4,300食パーデーでやる、働いている人に大変なことを

強要を私はいたしません。実態は実態でいいです。ですけれども、そこにやっぱりチェック

機能を、実際に普通にぱっと行って、山になっとるスライスしているものを、これはこうで
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すか、それぐらいのことは、所長一遍行かれたことありますか、そこのいわゆる業者へ。そ

れと、青果物納入組合、蟹江町の。これはこれで青果物のいわゆる育成促進といいますか、

この方々が守るということですから理解はします。ですが、この方々のリベート、この方々

は、私は無償ではないと思います、青果物の納入組合。ですから、この方を通じて津島西流

通センターへ発注しているわけでしょう。そうでしょう。もちろんその流通センターからい

ろいろと根物・葉物、いろいろとその他もろもろの青果物、そういう青果物に類するもので

すね。根物・葉物ですけれども、こういうものをここへ発注をし、ここから津島西流通セン

ターへ発注される。ですから、ボランティアではないですからここは当然リベートもどこか

何がしかあるはずです。ここはまずお聞きを願いたい。 

  それと、年間57トン、半端な数字じゃないです。ですから、実際に給食センターに来てい

るものは、泥つきのものはないですか。ありますか。それと、冷凍食品は中国のものを今使

っていないとおっしゃっていますが、本当ですか、それ。自給率からいったら足りませんぜ、

本当に。簡単に国産、国産と言われていたけれども、実際に食料品、自給率からいったらぞ

っとするような状態ですので、本当に中国産のものは使っておられませんね。再度お聞きし

たいと思います。 

○小中学校給食センター所長 村上勝芳君 

  もう一度繰り返して言いますが、納入業者に発注して、納入業者が私どもの指示したカッ

ト、スライス、そして皮むきなどを私どもが指定しますので、納入業者のもとで愛西市のほ

うのカット・スライスの業者のほうへ回した金額で私ども発注していますので、業者のもと

でそれはやられて私どものほうへ納入されています。 

  そして、２点目については、ちゃんと食品の受け所で検査を実質毎日毎日いたしておりま

すので、年間を通じて給食の中の食材については、県の学校給食会のほうで食器も含めてで

すが抜き打ちで抽出して衛生検査をしております。 

  そして、３点目ですが、冷凍のもので輸入のものについては使っておりません。 

  以上です。 

○１２番 山田乙三君 

  いわゆる輸入物を使っていませんというと聞こえがいいですけれども、使ったから決して

悪いわけじゃないです。正直に言っていただかないと、これから供給が間に合いませんよ。

かかる簡単に使っていませんなんて言うと、またうそを言ってむかむかしてくるわけで、そ

れと土のついた野菜は答弁漏れですけれども、答弁の中でついでに言ってもらえばいいです

けれども、実際に給食センター土のついたものは来ていませんね。来ていますか。その辺も

どうですか。ですから、せっかくウエットからドライだからきれいに清潔にしたいわけで、

その辺もわかりますけれども、やっぱり鮮度を保つには土がついてきたほうがいいですけれ

ども、やっぱり賄いをやっている方々にも非常に手間がかかるので、4,300パーデーやると
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なるとこなしができませんわ。その辺もやっぱり考えてあげて、今のカット、スライスは初

めて愛西市の某加工場でとおっしゃった。これは別に何も暴露するわけじゃないですけれど

も、やっぱりそれはそれでしょう。今、蟹江町にスライス機ってありますでしょう。いわゆ

る厨房の中にスライス。何台ありますか。それから皮むき機もあるでしょう。あれも買えこ

れも買えと準備してあるはずなんです。その辺はどうなんですか。いわゆる準備期間がかな

りありましたし、これから先に向けて、伊藤さん、経営者という、オーナーという言葉があ

るんですけれども、その辺考えてですか。もう無用の長物で、スライス機なんていうのはも

う使わずのものですか。ステンレスだからさびるものじゃないですけれども、その辺も含め

ていただきたいということと、青果組合、納入組合はリベートというのか、お礼のお金とい

うのか、その辺は答弁漏れもかなりありますけれども、どうなんですか。 

  給食センターからレシピに基づいていわゆる葉物、根物、どれだけだと。来たのはカット、

スライスと伝票に沿ってチェックして、どういう方法でチェックされますか。衛生管理とい

うのは落下菌テストですか。もちろん無菌の寒天にやってシャーレを置いてやるというのが

通常ですけれども、衛生管理とはどうなんですか。その辺ももっと、所長であれば私以上に

詳しく、プロですからね、おたくは。だから、もうしまう前に垂直立ち上がりにするように

準備万端にしてくださいよと言って、なおかつ塩抜きを忘れとった、あれだった、こうだっ

たと、管理監督が若干甘いんじゃなかったんですか。どうですか。学校の先生が遠慮しいし

いちょっとねということを何で言わさせるんですか。完璧ということは求めませんよ。 

  ですから、所長が終わられて、職員が終わられ、パートか臨時さんも含めて方々おるでし

ょう。だから最後の味つけは誰がやられますか。給食センターの所長がスプーンでオーケー

は出せませんでしょう。ですから、管理栄養士なのか栄養教諭なのか、そういう方々が最後

のゴーを出されますか。その中でも幾つかあれがあるでしょう、電気がま。その中でどうで

すか。ランダムにとってどういうふうにされていますか。ちょっとこれで質問終わりですん

で、お聞かせください。 

○小中学校給食センター所長 村上勝芳君 

  スライスの機械は２台ありますが、全く使わないということではありませんので、ご見学

いただいておりますのでわかってみえると思いますが、献立内容によって時間も制限があり

ますので、4,300食つくらなきゃいかんという時間の制約がありますので、その中の献立の

内容にでいってどうしても時間が足らないのでこれはスライスの業者のほうへスライスして

納品してもらおうということで、栄養士と相談をしてやっておりますので、毎日毎日がすべ

て野菜類をスライス、カットして業者のほうへお願いしているというわけじゃありませんの

で、ほとんどが私どものセンターのほうで行っておりますので、そういう給食の内容の献立

によって、時間的に詰まった時間になっている献立だとするとこれはもうカットに回しまし

ょうということで決めておりますので、すべてほとんどは中で行っております。そして、土
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のついたものも入ってきますので、それは下処理、上処理で十分洗浄して使っております。 

  そして、最後の味つけについては、それぞれ保育は保育の栄養士、県は県の学校栄養士が

おりますので、味を確かめておりますし、私も味を確認しておりますので、ご理解賜りたい

と思います。 

○教育部次長・教育課長 伊藤芳樹君 

  失礼します。給食センターが新しくなって、確かに去年以来、味が塩抜きがされていなく

て非常に辛かったという、そういう事件もありました。あと、給食センターでは、この間、

１月には住民を対象に試食会等もさせていただいております。ＰＴＡの方たちにも来ていた

だいて試食等もしていただいておりますが、その折には結構やはり厳しいご意見もいただい

ておりまして、見学も随時だれでも見学することができますので、中の作業ですとかそうい

うことも実際見ていただくことになっています。そういうときの意見でも、結構調理員が、

しゃべりはしないけれどもちょっと手を休めている姿があるだとか、食材をもう少し大事に

したらいいじゃないかだとか、そういう細かいこともやはり皆さん見ていただいております

ので、そういうことも私ども意見をいただいて、給食センターの中で所長から栄養士、それ

から調理員全員に朝礼等やっていただいて、そこで月に１回なりきちんとした、今月こうや

ってやっていこうということで今現在はやっておりますので、そういう職員の資質自体も今

一生懸命改善してやっておりますので今後見守っていただければと、そんなふうに思ってお

ります。 

○教育長 石垣武雄君 

  昨年の９月に特に味つけ、塩抜きができていなかったということ、そのようなことで本当

にご迷惑をおかけしているなということを思っております。あと、改善については先ほど次

長が申し上げたとおり、職員を含めてやっておるところでありますが、味つけの最終的な責

任者といいますのは、やはり県の栄養士、そして町の栄養士、このあたりが先ほど申し上げ

た献立に沿って、カロリー等いろんな面からも、そして最後の味つけもチェックしてオーケ

ーということで食缶で発送しております。 

  そのことで、栄養士にも直接私からも話をさせていただいて、１度、２度そういうことが

あったらこれは信頼回復をするのはなかなか難しいよ、だけれども、それにめげずにしっか

り頑張ってほしいと、そんなことを申し上げましたので、また時々私も、また次長もそうで

すけれども、給食センターの所長もそうですが、子供たちにとって安心・安全で、そしてお

いしいとか楽しい給食だと言われるように頑張っていきたいというふうに思っています。 

  またそれから、最後の検食日誌というのが学校にはございまして、校長先生でありますが、

大体子供たちの配膳の前の段階で試食をしております。そこに味つけとか、あるいは異物混

入というのが以前ありましたので、そういう事件が全国的に。そういうようなチェック項目

がありまして、１日１ページ、そして一番下に所見欄があります。先ほどのところ、もちろ
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ん山田議員さんも先生方からそんなことを、お話を聞いたということでありますけれども、

私どもも中学校の校長先生からそういう所見欄にこれはちょっと味がというようなところが

ありまして、それをまたそういう献立委員会のときにも参考にしながら、どんな形がいいだ

ろうということで検討しておるところであります。 

  ですから、学校のほうもそういう再チェックをして、何かあったらすぐにこれもセンター

のほうへというような連携プレーもまた重ねて今お願いしているところでありまして、もう

少し時間がかかるかもしれませんが、どうぞ見守っていただけたらと思います。 

（「答弁漏れ」の声あり） 

○議長 大原龍彦君 

  何あった。 

（「青果物納入組合のお金を払っているか、払っていないか。ただですか。」の声あ

り） 

○小中学校給食センター所長 村上勝芳君 

  どうもすみませんでした。答弁漏れがありまして。青果物納入組合のほうへは、カット・

スライスを込みで発注しておりますので、はい。よろしくお願いしたいと思います。 

○８番 中村英子君 

  ８番 中村です。 

  ちょっと給食施設の話ではありませんので。 

  157ページですが２点質問いたしますので。１点目ですけれども、157ページですけれども、

報償金のところに、学区再編検討委員報償金ということで新たに入ってまいりました。そこ

で、従来から舟入の問題もありますし、蟹小は多いというような問題もありまして、学区の

問題というのは水面下ではいろいろご意見があったと思うんですけれども、ここでまた初め

て検討委員会ということで予算が組まれております。このメンバーですけれども、どのよう

なメンバーの方々がここでお話をするんだろうかと。それから、この検討委員会が開かれる

に当たって、ある程度の町の方向性というものが持ってみえるんではないかなというふうに

思うわけですけれども、この学区の編成に当たって頭の中でどういうようなことを描きなが

らこれをしようとしているのかなということでお願いをしたいと思います。 

  それから２点目では、197ページですけれども、クラブハウスの改修ということで、197ペ

ージに今回立ち上げられましたスポーツクラブの関係でクラブハウスの改修をするというこ

とで、場所も体育館の分館のほうというような形で聞いているわけですけれども、このクラ

ブハウスということですが、立ち上げられましたスポーツクラブの単なる事務局として１室

用意するというような感じではなくて、1,600万円も使って改修するということであります

ので、少し大がかりな改修になると思いますが、これは、具体的な形ですけれども、どのよ

うな形でどういう使い方になるのかなということなんですが、ここに参加する会員の方々、
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先日の答弁では430人余りの会員としての応募はあったというようなことでお聞きしており

ますけれども、このクラブハウスの使い方についてどんなイメージかということで、お答え

をお願いしたいと思います。 

○教育長 石垣武雄君 

  中村議員の１点目についてお答えをしたいというふうに思います。 

  ここに学区再編検討委員会報償金というようなことで初めて載せさせていただきました。

実は、これは行革で前々から出ておりました舟入小学校の統廃合についてということでの委

員会を立ち上げるということに当たりまして、委員報償ということであります。10人めどぐ

らいで年２回ということでの積算でありますが、実は、舟入小学校、これ22年度の新１年生

につきましては15名、16名が15名になりましたですが、15名の新１年生があります。卒業生

が17名ということでそれほどの22年度は90名前後ということでありますけれども、23年度、

24年度、これは見込みでありますが１けたの新１年生の数というところになってまいりまし

た。実は、そういうことから考えまして、以前から、私、教育長になってからでありますけ

れども、議会でも全員協議会でもいろんなところでご質問をいただいたことでありますけれ

ども、教育の課の中あるいは教育委員会議で教育委員さんたちと現状とかそういうような方

向性等々話し合ってまいりました。でも、これは、中だけの話でありますので、いろんな方

からご意見をいただくと、そういうもう時期じゃないかなというように考えまして、６月の

全員協議会で具体的なフォローをお示しをし、そしてできれば…… 

（「今度のですか」の声あり） 

  今度のです、はい。６月議会の全員協議会です。でお示しをし、そして７月に第１回が持

てたらと。６月にお示しするときには、そういう具体的なところも含めて議員の皆さん方に

またご提案をし、そしてご意見をいただきながら進めていきたいと、そんなことを思ってお

ります。実は、今メンバーというようなことでありますけれども、まずそこの具体的なこと

はこれから考えていきますが、とりあえずその10名の中の大体のイメージでいいますと、議

員さんの代表の方、町内会長代表の方、学校関係、ＰＴＡ、子供会、そういうところの代表

の方の委員報償でありまして、教育委員会とか学校、特に学校についてはこれは報償費は組

まなくていいもんですから、実際には17名か、20名は行きませんけれども、いうようなとこ

ろの委員会を考えております。 

  先ほど、町の方向性はということでありますが、やはりこういうような現状のところをそ

れぞれの立場からご意見をお聞きし、そしてそれが、これは立ち上げたといってすぐに翌年

にどうのこうのということではなくて、多分これは複数年、いや３年かかるかもしれません

けれども、まずそういうことを、皆さんのご意見を実際に出して実態を浮き彫りにして、教

育委員会だけの中じゃなくて、そういう方々からも意見をし、いろんな角度から考えていけ

たらと。それについては、ここに学区再編とありますけれども、再度またほかの学校の学区
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についてもその中に当然話は出てくるでしょう。それらあたりのことも含めて進めていきた

いと、そんなような考えで年度当初の予算にこんな形でまずは上げさせていただいたという

ところであります。 

  以上です。 

○生涯学習課長 川合 保君 

  体育館の分館の改修工事についてでありますが、実際改修する場所は事務所と通路、更衣

室、シャワールーム、トイレ、会議室及び空調の設備のほうを改修していくつもりでおりま

す。スポーツクラブのほうの使い方でありますが、入り口、玄関等のところに事務所がござ

いますが、そちらのほうは福祉センターのほうのおふろのほうの事務所にもなっております

ので、実際のクラブの事務所は奥の会議室のほう、奥から２番目の会議室のほうを使ってク

ラブの事務所としていくつもりをしております。ただ、それも流動的でありますので、今後

形態が変わればまた変えて使っていくという形になります。 

  現在、シャワールームのほうのシャワーのお湯が温泉のお湯を使っておりますが、それも

普通の温水のシャワールームにかえて、実際クラブだけが使うんじゃなくて、分館の体育館

の利用者の方が利用するスペースということになっております。 

  実際、今回の1,600万の話ですが、体育館の分館のほうもあそこをリニューアルしたいと

いう考え方を持っていまして、今回そのクラブハウスの改修というところで補助がつく部分

のみ改修させていただこうという考え方であります。 

  以上であります。 

○８番 中村英子君 

  １点目の小学校の統廃合のことでありますけれども、ここに初めて具体的に出てきたとい

うことは、何らかの一定の方向性を見出したいというような思いの中で出てきているんでは

ないかなというふうに思うんです。といいますのは、ぶっちゃけた話、いろんな人に意見聞

きましても、それはいいというのと、いや統廃合したほうがいいといいうの、これ意見それ

ぞれまちまちだと思うんです。やっぱり町の方針としてはこうするんだというようなことが

見えてきませんと、それは会議を開いてもなかなか意見百出で大変に難しい問題だなという

ふうに思います。しかし、一定の方向をお示しながら６月の全員協議会でというお話ありま

したので、そこでまた報告していただければ、学校の方向性も見えてくると思いますので、

それはその時点に譲りたいと思います。 

  それから、クラブハウスのことでありますけれども、そうしますと今あります体育館の分

館の体育館そのものはどうリニューアルするのかちょっと私はわかりませんけれども、その

南側にシャワー室とそれから奥に会議室というのがあるわけですけれども、そのシャワー室

の改修と、その会議室を改修するということで受けとめてよろしいわけですか、その奥の。 

  今入り口のところの事務所というのは閉まったままで全然使われていないんですけれども、
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そこは手つかずで奥だけを、事務所ではなくてどういう使い方になってくるのか、ただ事務

所だったら別に幾ら補助金がついているからといって、あえてちょっと改修するまでの必要

性というのは感じないんですよね。ですから、それだけのお金をかけて改修するというのは

そこの使い方というものがやっぱり明確に見えないと、ただ事務所で用意すればいいんじゃ

ないかというふうに、私としては、ちょっと違うかもしれませんけれども、思ってしまうん

です。ですから、それはまた活き生きスポーツクラブということで会員制で有料ではありま

すけれども、無料でお貸しになるのか、どういう形で提供するのかちょっとわかりませんけ

れども、もう少しクラブハウスとしての利用ですけれども、どういう状況かということをご

説明いただきたいと思います。 

○生涯学習課長 川合 保君 

  すみせん、先ほどちょっと言い忘れたと思いますが、入り口のほうの事務所のほうも改修

はします。玄関のほうもします。一応、アリーナの部分を除いたすべての改修です。トイレ

等も大分古くなっていまして、身障者トイレのほうも壊れたような状態ですので、それもあ

わせて直します。 

  それから、この改修に当たって、スポーツ振興くじの助成金のほうを1,365万いただくこ

とになっておりますので、そちらのほうもあわせてお知らせいたします。 

（「それだから、どういう人がどう使うのか言ってもらわないと」の声あり） 

  すみません、体育館の分館自身は通常どおりの使い方をしています。あいた部分をスポー

ツクラブが使うという形。改修する部分の事務所ですけれども、クラブの本体の事務所とし

ては奥の部屋、２つ目のちょっと小さい部屋のほうの会議室を…… 

（発言する声あり） 

  はい。クラブの事務所として。受付の事務所というのは本来の体育館の使用者の方の事務

所として考えております。 

○議長 大原龍彦君 

  暫時休憩といたします。 

（午前１１時５８分） 

○議長 大原龍彦君 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

○議長 大原龍彦君 

  菊地久君より、少しおくれるとの申し出がありましたので許可をいたしました。 

  では、午前中に引き続き教育から入ります。 

○１番 松本正美君 

  １番 松本正美でございます。 
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  191ページの学校給食管理費のところでお聞きしたいと思います。 

  さきの代表質問で、おいしい給食で食育の推進ということで質問させていただいたわけな

んですけれども、この場では教育長のほうにちょっとお聞きしたいと思います。 

  実は、小学校にしても中学校にしても、朝食を食べずに見える方が結構みえると。特に小

学校の校長先生に聞いてみると、親御さんにもそのことをお話しするんだけれども、なかな

か現実は厳しいというお話をいただいとるわけなんですけれども、非常に朝、要するに食べ

ずに行かれるもんですから、やっぱり昼の学校給食というのは楽しみにしてみえるわけなん

ですね、子供さんは。今、前回の代表質問でもお話ししたように、東京の足立区では楽しい、

おいしい給食日本一を目指して頑張ってみえるわけなんですけれども、本当にこれは給食セ

ンターだけでなくして、学校、家庭、また地域で取り組んでいかなきゃいけない問題でもあ

ると思います。 

  この足立区でも取り組んでみえるんですけれども、給食のベストテンですね。子供さんが

残食を残さないという、残されるときもあると思うんですけれども、一番残食が残っていな

いという、そうした中でベストテンを決めていただいて、なぜこれを言うかというと、学校

給食のレシピ集です。本当につくっていいただいて、家庭でも要するにレシピ集をもとに家

庭料理、子供さんにおいしく食べていただけるようなそうした取り組みというのも今後必要

になってくるんではないかなと。そういう意味では、学校給食を通してそういったレシピ集

をつくって、家庭でも本当においしくいただけるような、そうした取り組みはできないだろ

うか。ちょっとこの点教育長にお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○教育長 石垣武雄君 

  家庭に戻ってからのそういう何か例みたいな、サンプルみたいなものを、そういうものを

示せんかというようなことでありますが、確かにまず朝ご飯は、もうずっと以前から朝ご飯

を食べて元気になろうよというようなことで啓発しておるところでありますが、どうしても

中にはお母さんが朝難しいとかいうようなところで、若干聞かんでもありません。そういう

子たちにとっては、それこそ学校のこのカロリー、バランスのとれた給食が本当の一つの大

きなものになっておりますけれども、ところで、学校のほうもそうですが、給食の献立等に

ついても、ある１枚の献立表の下のところに、その月の、変わった料理ではありませんけれ

ども、そういうようなものをお示しをして、こんなつくり方しましょうよというようなとこ

ろで啓発はしておるところであります。 

  学校についても、栄養士が学校に実際に来まして、子供たち含めてそういうような栄養指

導をしておるところが現実であります。もちろん、学校では年度当初に年間計画みたいなも

のをつくりまして、そしてそういう栄養指導、給食指導も含めたそういう年間計画を保健主

事も含めてつくっているところでありまして、そういうような状況について、今だと学校の、

例えば、ＰＴＡの総会ではありませんけれども、役員会とかＰＴＡの方が集まられるときに、
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そういう子供たちの状況とか、あるいはそういうカロリーについてお話を、そういう場面を

つくっておるところであります。 

  今おっしゃられたように、もちろん残食のこともありますので、それで大体子供たちの好

き嫌いというのはわかってきますが、好きな物は多分親御さんもつくる物じゃないかな、例

えば焼きそばとかカレーは、もうこれは定番であります。そういうようなちょっとその段階

からこういうような料理がどうだろうというようなことが、今おっしゃられたように保護者

の方にもお示しをするということであれば、またそれを受けまして、いいことだと思います

ので学校の先生そして給食センターの栄養士、連携をとってそんなものをつくるような形を

しながら、お示しをし啓発をしていきたい、いけたらということを思っていますので、今、

松本議員がおっしゃられたこと、前向きに取り組んでいけたらと思っております。 

○１番 松本正美君 

  １番 松本正美でございます。 

  今、教育長のほうからお話がありましたが、一応カレーライスだとか焼きそばだとかとい

う、そういうのをやっとるよというだけでなくして、調理から、こういうふうにしてつくっ

ているという味つけから、そうしたレシピ集ということで、そうしたものを親御さんのほう

に渡していただきたいなと思うんです。そこまでやって、おいしく給食をいただいているの

が家庭でも同じようにいただけるんじゃないかなと、このように思いますので、これも含め

てお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○７番 小原喜一郎君 

  ７番 小原喜一郎でございます。 

  197ページでございます。私立学校への補助金や、幼稚園でいえば幼稚園の運営費補助金

ですか、などがあるわけでありますが、高等学校に対する授業料助成もあるわけであります

けれども、これに関連してちょっと聞いておきたいし、要望を申し上げたいというふうに思

います。 

  １つは、高等学校の授業料の助成といいますか、いや、授業料を払わない、払えない子供

が非常にふえているわけですね、この経済情勢下で。それで、これに対する貸し付け制度が

去年できました。これはことしの２月26日付で厚労省からの通知が都道府県に届いておるわ

けでありますけれども、その貸し付け制度は、単に授業料ばかりでなしに、今度の26日の通

達では、施設費―寄附金だとかそういうものがあるわけですよね―それから生徒会費、

それからＰＴＡ会費などもその対象とすると、こういう通知文があったようでありますけれ

ども、もちろんこれは窓口は都道府県でございますので蟹江町は直接かかわらないわけであ

りますけれども、問題は、周知されていないという問題がありますので、ぜひＫｉｓｓなど

でこういう制度がありますよと、こういうことを宣伝していただけないかなということが要

望の１つであります。なかなかそこまで知ってみえません、多くの方々は。そういうことが
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あるので、できればそういう広報等で周知していただくとありがたいなというふうに思いま

す。 

  もう一つは、幼稚園の運営費でありますが、補助をしていただいておるわけでありますが、

これは東京都の例でありますけれども、こういう経済情勢下で、生活保護あるいは準要保護、

さらには就学援助制度の申請をされる人等がふえています。非常にふえているわけでありま

すが、そういう点では、例えば私立の幼稚園などでは、そういう方々の料金の一定の免除制

度があります。そうなってくると園の運営費に大きな影響がでるわけですね、この人たちが

ふえてくると。そういう意味で、東京都はその減額分の補てんの制度をおやりになったんで

す。これは東京都、都の例でありますので、愛知県がやってくれればいいがなと思うわけで

ありますけれども、たまたま蟹江町も幼稚園の運営費の補助をやっていますので、その中で

何らかの考慮を願えないかということが、もしできたら答弁をお願いしたいなというように

思うわけであります。 

○教育部次長・教育課長 伊藤芳樹君 

  私立学校、特に高等学校の関係のお話がありました。きょうも、どこの新聞でしたか、中

日新聞か読売新聞どちらかだと思いましたが、いわゆる育英基金といいますか、そちらのほ

うの方が、新聞の記事では募金や何かをされた場合に、子ども手当だとか公立学校・私立学

校のほうにもこうやって国のほうからお金が出るものだから、もう基金は必要ないだろうと

いう、そのような言い方をされてなかなか募金ができないだとか、してもらえないだとか、

そういう話は書いてありました。ただ、私立学校となると、先ほど議員が言われましたよう

に、施設費ですとか、当然ＰＴＡの関係、生徒会費の関係も当然あるわけですから、特に施

設費というか、そういうのが結構高いという、そういうことを聞いています。ですから、通

常の例えば生活保護を受けられる方やなんかは授業料は支払わなくても今回、というか生活

保護の方々は前々からゼロですけれども、例えば町民税の非課税の方だとか、そういう方た

ちは今回は全くゼロになってくるんだろうと思いますけれども、ゼロになるけれどもそうい

う施設費やなんかはやはり必要なんだと、そういう話は聞いています。 

  ですから、そういう面ではまだ非常に厳しい方もおみえになるということは承知しており

ますので、ただ、先ほど言われました、私ども広報で告知というか知らせるという格好にな

ると、どこかの団体さん、例えば私学の保護者会ですとか、そういうところから要望か何か

出していただいて、そういうことをやってもらえないかという、そういう話を持ってきても

らえると非常にありがたいなという感じはします。私どもから直接というのはちょっとしに

くいなという感じは思っているんですけれども、そういう団体のほうから何かいただければ

と、そんなふうに思います。 

  それから、幼稚園のほうは、私ども実はこれは子供さん１人当たり4,000円という格好で

運営費の補助を行っています。東京都の話をされてですが、町としては今のところそれでも
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って精いっぱいというか、そういう格好になっていますので、愛知県のほうが何かそういう

ことをしていただければ一番ありがたいなと思いますが、町としてはちょっと難しいと、そ

んなふうに思います。 

  以上です。 

○７番 小原喜一郎君 

  経済情勢が今大変な状況でありますもんですから、例えば、これは社会問題になっている

んですけれども、授業料が払えないということで卒業もできずに退学をする生徒などもふえ

ているということが新聞紙上でもよく書かれています。それにこたえて、厚労省が今度は新

しく打った手なんですけれども、これをやっぱり自治体としても、市町村といえどもそうい

う点では一定の、せっかくの高校生の将来の夢をそこで断ち切ってしまうということではな

しに、積極的に対応することがやれないことはないと思うんです。それは、そういうふうに

していただければありがたいわけですけれども、各高校、地域の中学校じゃありませんので、

高校の例えばこの地域の代表者だとか、そういうのがなかなかわかりにくいんですね。そう

いう点でいうと、やっぱり行政がそういう意味でいうと骨折っていただいて、そういうこと

の周知徹底できるようにしていただければありがたいと思うんです。早くに新しい今の政権

が授業料無償の制度を実施していただければ、これはそういう点では助かるわけであります

けれども、まだ日程としてははっきりしてきていませんので、その間の措置として、そうい

う手だてを制度紹介というような形で広報か何かにでも紹介していただくとありがたいと思

うんですけれども、ぜひ要望としてお願いをしたいと思います。 

  それからもう一つ、やっぱり幼稚園の場合にも、今までの運営費と現状下での運営費では、

経済情勢の関係に大きく変化しているんです。つまりそういう対象の皆さんがふえています

から、そういう意味で東京都はそれを補てんすることをやったわけなんですけれども、末端

の蟹江町では難しいかと言われるかもしらんけれども、ご努力いただけないかなということ

を要望として申し添えたいと思います。 

○１２番 山田乙三君 

  12番 山田です。 

  197ページ、真ん中あたりです。私立高等学校等授業料補助金125万円と、こういうことで

ございます。私立と公立との差ということの補助金なんですけれども、例えば、特待生とい

うことは…… 

○議長 大原龍彦君 

  山田乙三さん、３回やってみえるかな。 

○１２番 山田乙三君 

  そうか、ご無礼しました。 

○議長 大原龍彦君 
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  えらいすみません。申しわけないです。 

  他に質疑がないようですので、９款教育費を終わります。 

  続いて10款公債費、11款予備費、196ページから199ページの質疑を受けます。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですから、10款公債費、11款予備費を終わります。 

  以上で、議案第24号「平成22年度蟹江町一般会計予算」の質疑を終結いたします。 

○議長 大原龍彦君 

  日程第２ 議案第25号「平成22年度蟹江町国民健康保険事業特別会計予算」を議題といた

します。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、211ページから241ページです。 

  歳入、歳出とも一括して質疑を受けます。 

  質疑は１人３回までといたします。 

○６番 林 英子君 

  蟹江町国民健康保険事業特別会計予算についてお聞きをしたいというふうに思います。 

  国民健康保険税が高くて払うことができません。国保加入者の状況は、大企業の雇用破壊

で失業者や非正規労働者が大量に国保に切りかえてふえているのも一つの原因です。また、

中小企業の倒産による支払能力の落ち込みです。年間200万円の所得、夫婦子供２人の世帯

で32万円もの保険料ですし、300万円の台でいいますと、44万円の保険税を払わなければな

りません。能力をはるかに上回る保険税です。これが本当に払える国民健康保険税でしょう

か。低所得者への国保税の減免を定めた現行制度の活用も機能していないように思います。

昨年は２件ほどとお聞きしています。収納率も16年度は91.6％、17年度が91.5、18年度が

91.3、19年度は90.8％、20年度は88.7％で18年度よりも2.6ポイントも低下しております。こ

れは、国民皆保険制度となって最低の収納率です。一般会計の繰り入れはどうかといいます

と、12年度のときには１億5,000万でした。16年度が１億3,500万、17年度には8,000万に下が

り、21年度は5,000万、今度の22年度の予算では3,000万円に削られています。現在保険税を

払ったら医療費を払うことができないという方もいます。 

  そこでお聞きします。蟹江町の国民健康保険税の滞納額は一体幾らですか。短期保険証の

数が全体と、１カ月の方、３カ月、６カ月、１年間の方がおみえになると思います。そして、

国保税が払えないためにとめ置きの方がいらっしゃると思いますが、何人でしょうか。 

  ちなみに、弥富市は３年前は１億7,000万円の繰り入れでしたが、22年度は２億3,000万円

繰り入れるというふうにお聞きいたしました。当町と比較して本当に大変だと、払うに払え

ないということがこの予算書を見てもまた改めて出てきておりますのでお聞きしているんで

す。この姿勢は、弱い者いじめの小泉改革、改造と何ら変わらないのではないかというふう
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に私は思います。なぜそんなに3,000万円という繰り入れを下げてしまったのか、私には合

点がいきません。 

  ちなみに、5,680人の国保の加入者がおみえになります。繰り入れも弥富市並みにとは言

わないけれども、せめてもう少し入れまして、滞納金が減り、そして住民がよろこぶような

特別会計予算が組めなかったかというふうに思います。短期保険証になる人が困らない、そ

ういう予算を組むべきではなかったかというふうに思います。 

  前のときもお聞きし、答弁されていますので、今回もお聞かせください。お願いします。 

○民生部次長・保険医療課長 齋藤 仁君 

  ご答弁申し上げます。 

  ちょっと順番が前後いたしますけれども、ご勘弁をいただきたいと思います。 

  まず、短期保険証の発行されておる人数でございますけれども、今現在では359世帯とい

うふうになっております。そのうち、１カ月のごく短期の方については29世帯、３カ月では

199世帯、６カ月では103世帯、１年、12カ月の短期につきましては28世帯、合計で359世帯

の方が短期保険証を発行させていただいておるところでございます。 

  それから、滞納の金額でございますが、一応20年度決算を申し上げますと、いわゆる収入

未済額という形で６億1,852万円というふうになっております。1,000円単位で丸めてござい

ますので、細かい数字はご容赦いただきたいと思います。 

  それから、保険証をとりにみえていない方、こういった方は現在のところ211人の方がお

みえでございます。本当にとりに来ていただけない方が165人、いわゆる居どころが不明と

思われる方が41名、それからもう既に社会保険に加入されておるというのが、私どもではわ

かっておるんですけれどもきちんとした手続がされていないという方が５名おみえでござい

ます。合計で211名の方でございます。 

  それから、繰入金のことでございますけれども、21年度につきましては5,000万円あった

のが、22年度予算を見ると3,000万円になっておるということでございますが、これは支払

準備基金のほうから2,000万円を回して合計5,000万円ということで、21年度並みに準備をさ

せていただいたと、予算の組み方の相違が出てきたということでご理解をいただきたいと思

っております。よろしくお願いしたいと思います。 

○６番 林 英子君 

  ちなみに、私は昨年の決算から今蟹江町の国民健康保険税がどのような状態にあるかを計

算してみました。決算では２億3,614万9,000円残っています。そして、基金では１億788万

4,000円あります。そして、補正予算が９月、12月、３月と組まれまして、それが7,019万

7,000円あります。それを引きましても、現在蟹江町では２億7,383万7,000円あるという計

算になります。 

  先ほど言いましたように、国保世帯が5,680人で、本当にこの方たちの保険税を下げるこ



－310－ 

とにって滞納金も減るし短期保険証で困る人もないだろうし、今ありましたように保険証を

とりにいらっしゃるといっても、カウンター越しにこれだけ滞納がありますよと言われるこ

とはわかっているということを前提にとりに来ていないというのが、今本当のことだという

ふうに私は思います。私の経験からも。ですから、せめて弥富並みの繰り入れを、２億

3,000万とは言いませんけれども、なぜこんなに蟹江は3,000万しか出せないほど貧窮してい

るわけでもないし、滞納金が６億近くあるのになぜもっと払える国民健康保険税を考えない

のでしょうか。そして、応能割、応益割はともかくとして、資産割は愛知県で２番目に高い

税の計算方法です。そういうことも含めて、今こそ１人１万円ほどの値下げを考えてもいい

のではないかというふうに思います。 

  実質、先ほど見ましたように、２億7,300万円残っているのは現実ですし、それを利用す

ればもっと住民が助かるのではないか、私は回ってみていつも国保が高い、国保が高いとい

う声を聞いています。滞納金がこんなにあるよというのを言いづらいほどの現状だというふ

うに思います。もっと住民が安心して暮らせる国保にならないかということは、私は議員に

なってからずっと思っております。そして、滞納金がふえるのもこんなに高い国民健康保険

税だからではないでしょうか。そういうことも含めて、なぜこんなに、16年でも１億3,500

万あった繰入金を3,000万に下げる、私には考えられないことですが、なぜこんなに下げな

ければならないほどの国民健康保険税になったのでしょうか。明快にお答えください。 

○民生部次長・保険医療課長 齋藤 仁君 

  お答えいたします。 

  なぜこのような国民健康保険税になったのかと申されましても、過去の経緯いろいろある

わけでございまして、一言で言うのも非常に難しゅうございます。ただ、基金ですとかそう

いったような現状をかんがみますと、それほど私どもの国保にゆとりというものはございま

せんので、できる限り今回につきましても先を見込みましてきちんと対応させていただいた

結果がこういうふうになったわけでございます。 

  繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたように、繰り入れとしては3,000万

円をいただき、それから支払準備基金のほうから2,000万円を取り崩すことによって、21年

度並みの5,000万円はこれは最低限確保したというふうに考えておるところでございますの

で、この基金につきましてもだんだん枯渇してまいっております。ですから、本当にゆとり

があればいいんですけれども、ゆとりがなくなってきておるのは事実でございますので、私

どもはできる限り努力して保険料の低減に努めたり、また軽減措置ですとか減免措置につい

てもしておるところでございますので、できる限りやっておるということで何とぞご理解を

いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○６番 林 英子君 

  せっかく国保の減免制度が定めてあるのに機能していない、２件しかなかった。そういう
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ことも町長も言いましたら、減免制度をつくったと言われましたけれども、現実には機能さ

れていないということが事実ですし、それからもう一つ、先ほど言いましたように、200万

の所得の方が32万、計算してみますと32万5,000円ですし、300万の方が42万2,000円になる国

保ですが、町長は現実には所得が200万、300万の人が１割以上の国保を払うということにつ

いてどのようなお考えか、先ほどと今の２つについて、現行制度の減免制度の実態と今の国

保について答弁をお願いいたします。 

○町長 横江淳一君 

  一般会計の繰入金のことにつきましては、これはそれぞれの自治体の台所事情があります

ので、弥富市のことははっきり言ってわかりません。滞納のほうも、滞納対策特別委員会と

いうことで本当に厳密にチェックをさせていただいております。短期証明書をとりにおみえ

にならない方にもそれぞれの事情がおありになるというふうに思いますし、いろんな複合条

件が重なってこういう状態になっていることだけは、まずご理解いただきたいと思います。 

  あと、年収200万円の方がその32万が高いか安いかということを考えたとき、家族でこれ

をご使用になるということになると、私自身は決して高いとは思いません。やはり、高所得

の方はそれなりにお払いになっておみえになりますし、国民皆保険として相互扶助という完

全な精神があった以上、やはり一ところにスポットを当てるんではなくて、全体で扶助して

いただきたいというのが国民健康保険の基本的な考え方であります。 

  あともう一つ、これはかねてから言っておりますが、一般会計からの繰り入れというのは

適切ではございません。が、しかし、ほとんどの自治体がそういう手法をとっておりますが、

私といたしましては、できるだけ一般会計で貴重な税金を皆さん方からいただいたものにつ

いては普通の事業に差し向けたい、最終的にはそう考えておるわけでありますが、今回決し

てこそくな手段をとったわけじゃありません。支払準備基金のほうで何とか調整できるんだ

ったらこういう手法を使わせていただき、有効に皆さんの貴重な税金を使わせていただきた

いという、こういうことをさせていただいたわけであります。答えになったかどうかわかり

ませんが、何とぞそこのところはご理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○７番 小原喜一郎君 

  ７番 小原喜一郎でございます。 

  今、齋藤次長の答弁がありました。町長もそれを補足しました。つまり、この一般会計か

らの繰り出し、そして支払準備基金を流用させてもらったという答弁は、ごまかしに間違い

ありません。なぜかというと、支払準備基金の関係は21年度分でしょう。それを何でそうい

う言い回しをするんですか。3,000万円の予算化は22年度です。年度が違います。それをひ

っくるめてごまかしの答弁の典型ですよ、それは。私は、そういうことではなしに……。言

いますよ、ちょっと町長待って、最後まで聞いていただきたいと思うんですけれども。 
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  弥富市も決して楽じゃないんです。その証拠に、弥富市の佐野隆部長ですけれども、国保

新聞に堂々と自分の意見を述べています。本当に大変だと。しかし、必死で頑張っていると、

自治体は。この現状を国がよく考えて、考慮してもらいたいものだという意見を、これ国保

新聞の１面に載っていますけれども、書いています。福岡市は、この市民の窮状、そして滞

納がこれだけたまってしまったということを考えて、３年連続国保料の値上げを今年度も提

案しています。全国の自治体を見ていますと、繰り出しを増額してふやす傾向の自治体が非

常に強くなっているんです。とりわけ、国保の滞納がふえとるもんですから。そういう状況

なんです。そういう状況を蟹江町のスタッフはどう考えているかということでいうと、22年

度予算全体を見ると、あっちゃの社会保障費的な予算を削り、こっちゃの社会補償費的な予

算を削り、国保でもこういうふうにするという、依然として小泉構造改革ばりの行政改革を

やっているんじゃないですか。これが、この時代に即応できない市政のずれがあると私は言

いたいのであります。 

  私ども日本共産党は、今議会に臨むに当たって、何としても住民の皆さんの暮らしの現状、

企業の営業の現状を踏まえて蟹江町の予算をそれに生きた予算に変える努力をしたいなと思

っているわけでありますけれども、今の現状、これではますます蟹江町の住民は苦しむだけ、

こういうことを言わせていただくわけであります。ぜひそこらを踏まえて政治姿勢を改めて

いただきたいということを申し添えておきます。 

  以上です。 

○３番 山田邦夫君 

  ３番 山田邦夫です。 

  今、答弁ないんでしょう。 

（「ありません」の声あり） 

  ありませんね。 

  222ページ。２つ伺いますが、222ページの一番上に療養給付費交付金で、備考に退職被保

険者等療養給付費交付金とあります。前年度に比べて半分以下になっておりますね。これは

何かシステムが変わったところがあるか、実績、見通しで確かにこうなるということか。ど

うしてこんなに減るのか。 

  もう一つは、231ページ。一番上の欄、高額療養費なんですが、これも前年度に比べて、

２億4,000万、今年度ですね。来年度２億700万で3,200万減っております。これは、高額治

療費、療養が減ってきておるのか、何かデータでこうなっているのか。今どきは非常に高額

治療をする人が多いわけですけれども、どこが変わってきておるのかお尋ねします。 

○民生部次長・保険医療課長 齋藤 仁君 

  まず、220ページの療養給付費交付金でございますが、こちらにつきましては、221ページ

の退職者被保険者等の療養給付費交付金ということで、制度自体が、もうこの退職者という
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方がどんどん減ってきております。そういった関係で、こちらのほうにつきましては減額が

あったということでございます。 

  次に、230ページの第２款保険給付費の、今議員が言われたのはその合計欄のところだと

思いますが、一般被保険者の高額療養費から含めて退職被保険者の高額療養費、これは高額

の介護合算の分も含めてでございますけれども、こちらで3,241万1,000円の前年度対比減に

なっておる。先ほど申し上げましたように、制度が変わった分とそれから高額のものにつき

ましてはそんなに今回は伸びていなかったということで、実績を勘案しながら決めさせても

らいました。ただ、これもまた少し大きな手術等があればすぐ高額のほうになってまいりま

すので、これについてはまた随時補正等で対応も考えながら対応していくべきものと考えて

おります。 

  いずれにしましても、この保険といいますのは、ご利用された方がどれぐらい使われたか

によって大きく変動することがあり得ますので、それにつきましては柔軟に対応していきた

いというふうに考えておるところでございます。 

  以上です。 

○３番 山田邦夫君 

  特に、後の質問、高額医療費給付金の件ですが、私自身も一昨年この目に遭いまして、実

は町から通知があります。こういうふうに高額医療費に該当したので印鑑と領収書を持って

おいでくださいというのが来ます。最初は、あっと思って行きますが、まず一番思うのは、

活字が小さい、町で出す書類は。それで、特に高齢者で手術したり入院したりしてこれに該

当する人は非常に、介添え者がいるといいんですが、まず判断しにくい。書類を見損ねちゃ

うことがある。それで思うんですが、この数値を出して申し出主義なんですね。僕は前から

言っているんですが、自動的に病院で、こういう人はオーバーして、だからここまで払って

もらって後は病院から請求しますというのが一番いいような気がするんです。気がするんだ

がそういうふうにはやってみえない。病院へ払ってきて、そして通知をいただいて、しかも

一、二カ月おくれですね。それで手続をすると。その手続のまず１つは漏れ。手続に来ない

ために１年間に何件くらいあって幾らくらい本来払うべきものが払わずに済んでいるという

のがあるかどうか。これは以前に聞いておいたことがありますので、多少お調べになってい

ると思います。 

  もう一つは、最初にやると骨折やいろんなことだと２カ月にまたがるケースがあります。

そうすると、また来るんですね。また通知が来ます。それもまた見損ねて手続しない人が出

てくるわけですけれども、それでも預金口座だ何だ、判こだ、領収書持ってきてくださいと

また来るんです。それは、高齢者１人で来れんせん人もおりますし、老老でおって奥さんも

だんなかもわからない、とにかく非常に手続がわかりにくい人が多いんですね。それから１

度目で預金口座だ何だを受けたら、あとは簡略に手続をこちらから知らせてやるというよう
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にやれないか。そういう何か行政の煩わしさのために手続不足で、とにかく来ない人が１年

に何件くらいあって幾らくらいあるか、お伺いしたいです。 

○民生部次長・保険医療課長 齋藤 仁君 

  お答えいたします。 

  今、議員にご指摘いただきましたその高額の療養費のお支払いに関する実態でございます

が、議員言われましたように、該当されました方には個別にご通知を申し上げております。

そして、その通知に記載してありますように、議員に申していただいたように、印鑑から口

座確認のための通帳、念のためでございますけれども、通帳をお持ちいただいて、あとはお

し払いをされたかどうかの確認のため領収書をお持ちいただくことになっております。その

３点をお持ちいただいて役場のほうに申請をしていただき、しばらくお待ちいただいて、こ

ちらから振り込みをさせていただくという形になるわけでございます。 

  これにつきましては、一応県のほうの指導もございまして、領収書の確認をするという形

にはなっております。それは、きちんと本当に支払ったかどうかということの確認をしなさ

いということがございます。ですから、私どもも領収書をお持ちくださいというふうに記載

してございます。ただ、例外的と申し上げるとちょっと語弊があるやもしれませんが、一番

ごった返すこの申告の時期、そういったようなときには領収書をもう既に申告書に添付して

出してしまったというような方も中にはおみえですので、そこは私どものほうで手を尽くし

て調査をさせていただき、申請をしていただきながら内容確認をしてお支払いをするという

ような便宜も現在は図っておるところでございます。これが、県に知れていいか悪いかはわ

かりませんけれども、そういったことはしております。 

  非公式ではございますけれども、県下、県内の各市町村保険者さんのほうにちょっと調査

をさせていただきました。１回だけの申請で継続してその１年分をやるというようなところ

は県内では４カ所ございます。これはどのようにやっておるか、ちょっとそこまで細かい調

査はしておりませんので、今後、よくどのような方法で県の指導を、言い方は悪いですけれ

ども、ちょっとオフレコで免れているのか、今のはオフレコでお願いしたいと思いますが、

そういった手法がもしあるのであれば、別段私どももやぶさかではございませんので、やっ

ていけるものであればやりたい。 

  ただ、後期高齢者ですとか、介護保険のほうは年１回の高額の申請でいいよという通知が

これ国のほうから来ておりますので、特に国保に関しましては、そのような違和感を覚えら

れる方が多いかと思います。ですから、私どももやみくもにはねつけるのではなく、できる

方法があれば探っていきたいというふうに今考えているところでございますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  なお、今現在でございますが、およそ200件程度の方がまだ申請にはお見えになっており

ません。金額にいたしますとおよそ700万円程度、これは１万円ずつ細かい端数ははしょっ
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て計算しましたのでおよそ700万円ということでお答えをさせていただきます。これの時効

は、念のため２年でございますので、今の２年間の合計が200件の700万円程度ということで

ございます。 

  以上でございます。 

○３番 山田邦夫君 

  ３番 山田です。 

  県下では、１度来てもらったら２度目はやるところが数カ所あるとおっしゃったですね。

実はあそこの市はやっていると言って僕にねじ込んだ人があるんですが、やっぱりやりよう

によってはやれるかなと、何度も何度も煩わさないように研究してほしいですね。町民は煩

わしいと思っている。そして、200件で50万とおっしゃったですか、今。 

（「700万」の声あり） 

  700万。ちょっと耳が遠うなったので聞き損ねて。それはちょっと問題ですね。よく、こ

のところ損保や生命保険も不払いでしかられておりますけれども、国保で給付、もらうべき

高額医療のオーバー分が請求が来ないために700万円払わずにおるというのは、時効２年間

あるからいったって来ないですよ。これは大変問題だと思います。 

（発言する声あり） 

  何か違ったこと言っていますか、僕は。ちょっと何とかしてほしい。何とかしてほしいだ

け言っておきますが、どうか、部長か町長か、200件あって700万というのはちょっとびっく

りする数字です。何かご所見をお願いします。 

○民生部次長・保険医療課長 齋藤 仁君 

  今申し上げましたように、２年間分で200件、金額的には700万円というふうに申し上げま

した。これをいろいろ見てみますと、ご通知申し上げますと、大抵の方は幾らですかという

お電話があります。基準の限度額を超えた分がこの高額という形でお返ししますので、基準

限度を超えた金額をお教えします。例え10円でもお知らせは出しております。すると、あ、

そうでおしまいの方がほとんどでございます。 

  それから、領収書を確認させていただくと最初申し上げました。払わずに家に帰られた方

もおみえだということで、いろいろ医療機関からお問い合わせ等が来るときもございます。

ということは、領収書がないということでございます。その他に、保険料がお支払いでない

方も中にはおみえでございます、短期証ですとか。資格者証は出しておりませんので。そう

いった方がおみえになりますと、このお金でできるだけ保険料をお支払いいただけいないか

というふうにお願いをしております。と、そのご本人さんにしてみると、実質懐に入るもの

はあるのかないのか、かえって足が出るのか、いろんな事情があるかと思います。 

  ですから、ただ単にこちらは通知出しっぱなしで云々ということではなくて、再度の通知

ですとかそういうようなことを、電話がわかるものについてはしてみたりということで、や
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ってはおるんですけれども、やはりなかなか来ていただけないとお支払いする口座等もわか

りませんので、非常に苦慮をしておるところでございます。そういった実情がありますので、

それを、この700万をそのまま国保の繰越金にしてしまって町の収入にということも本当は

よくないというのは十分承知しておりますので、そのほかの方法をどこかとってみえる市町

村があれば、またそちらのほうも、先ほど申し上げた４カ所以外でも調査をさせていただい

たりして、蟹江町としてできるだけのことはしていきたいと考えておりますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

○議長 大原龍彦君 

  ３回終わりました。 

  他に質疑がないようですので、以上で議案第25号「平成22年度蟹江町国民健康保険事業特

別会計予算」の質疑を終結いたします。 

○議長 大原龍彦君 

  日程第３ 議案第26号「平成22年度蟹江町老人保健特別会計予算」を議題といたします。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、243ページから253ページです。 

  歳入、歳出とも一括して質疑を受けます。 

  質疑は１人３回までといたします。 

  ありませんですか。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、以上で議案第26号「平成22年度蟹江町老人保健特別会計予算」

の質疑を終結します。 

○議長 大原龍彦君 

  日程第４ 議案第27号「平成22年度蟹江町土地取得特別会計予算」を議題といたします。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、255ページから265ページです。 

  歳入、歳出とも一括して質疑を受けます。 

  質疑は１人３回までといたします。 

  ありませんですか。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、以上で議案第27号「平成22年度蟹江町土地取得特別会計予算」

の質疑を終結いたします。 

○議長 大原龍彦君 

  日程第５ 議案第28号「平成22年度名古屋都市計画事業蟹江第二学戸土地区画整理事業特

別会計予算」を議題といたします。 
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  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、267ページから277ページです。 

  歳入、歳出とも一括で質疑を受けます。 

  質疑は１人３回までといたします。 

（「ありません」の声あり） 

  ありませんですか。 

  質疑がないようですので、以上で議案第28号「平成22年度名古屋都市計画事業蟹江第二学

戸土地区画整理事業特別会計予算」の質疑を終結いたします。 

○議長 大原龍彦君 

  日程第６ 議案第29号「平成22年度蟹江町介護保険管理特別会計予算」を議題といたしま

す。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、279ページから299ページです。 

  歳入、歳出とも一括で質疑を受けます。 

  質疑は１人３回までといたします。 

○６番 林 英子君 

  259ページの負担金のところでお聞きをいたします。ごめんなさい、200…… 

○議長 大原龍彦君 

  279ページからです。 

○８番 中村英子君 

  279ページから、介護のところでしょう。 

○議長 大原龍彦君 

  介護です。 

○６番 林 英子君 

  だったら何でみんなうーんと言った。 

（「ページ数だよ」の声あり） 

  295ページですって。295ページの負担金のところでお聞きします。 

  10番の介護予防住宅改修費負担金と書いてありますが、これは何件ぐらいの住宅改修をさ

れたのかお聞きいたします。 

（「予算」の声あり） 

  されるつもりなのかお聞きします。16、16。ごめんなさい。私、頭も目も悪うなったかし

ら。住宅…… 

（「負担金」の声あり） 

  はい。負担金のところ。233万円ですが、何人を予定しているのかお聞きしたいというふ
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うに思います。 

○高齢介護課長 佐藤一夫君 

  お答えをさせていただきますが、この住宅改修につきましては、一番簡単なものでいいま

すと手すりを取りつけたりですとか、それから玄関の出入り口のスロープをつけたり、いろ

んなケースがございまして、件数だけでははかれない部分がございますので、今までの実績

等からこのぐらいは必要であろうというところで予算に上げさせていただいた金額でござい

ます。 

○議長 大原龍彦君 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

  他に質疑がないようですので、以上で議案第29号「平成22年度蟹江町介護保険管理特別会

計予算」の質疑を終結いたします。 

○議長 大原龍彦君 

  日程第７ 議案第30号「平成22年度蟹江町コミュニティ・プラント事業特別会計予算」を

議題といたします。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、301ページから311ページです。 

  歳入、歳出とも一括で質疑を受けます。 

  質疑は１人３回までといたします。 

（「ありません」の声あり） 

  よろしいですか。 

  質疑がないようですので、以上で議案第30号「平成22年度蟹江町コミュニティ・プラント

事業特別会計予算」の質疑を終結いたします。 

○議長 大原龍彦君 

  日程第８ 議案第31号「平成22年度蟹江町公共下水道事業特別会計予算」を議題といたし

ます。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、313ページから338ページです。 

  歳入、歳出とも一括で質疑を受けます。 

  質疑は１人３回までといたします。 

○７番 小原喜一郎君 

  ７番 小原喜一郎でございますが、１点だけに限って伺うんですけれども、後で水道会計

で伺うのでそれと関係がありますので、聞いておきたいと思います。 

  下水道事業で、水道とのかかわりで事故もよう起こしておるでしょう。どのくらいの件数
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で起きておるのか聞かせていただきたいと思うんです。 

○下水道課長 絹川靖夫君 

  それでは、お答えをさせていただきます。 

  工事のときの埋設のときの水道の破裂の件でございますでしょうか。これにつきましては、

最近少なくなりまして、いつも水道課にはしかられますが、連絡を差し上げて早急に対処を

させていただいております。ここあれでは二、三件だと思います。 

○７番 小原喜一郎君 

  水道を後で伺いますけれども、水道の有収率は年々下がって、何と21年度決算では88.7％

なんです。思い当たるのはこの下水道の事故、これしかないなと思っておるわけですけれど

も、本当にそうですか。 

○下水道課長 絹川靖夫君 

  担当としましては、そうは思っていません。破裂によって有水量が、破裂すれば…… 

（発言する声あり） 

○議長 大原龍彦君 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

  質疑がないようですので、以上で議案第31号「平成22年度蟹江町公共下水道事業特別会計

予算」の質疑を終結いたします。 

○議長 大原龍彦君 

  日程第９ 議案第32号「平成22年度蟹江町後期高齢者医療保険事業特別会計予算」を議題

といたします。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、339ページから353ページです。 

  歳入、歳出とも一括して質疑を受けます。 

  質疑は１人３回までといたします。 

  よろしいですか。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、以上で議案第32号「平成22年度蟹江町後期高齢者医療保険事業

特別会計予算」の質疑を終結いたします。 

○議長 大原龍彦君 

  日程第10 議案第33号「平成22年度蟹江町水道事業会計予算」を議題といたします。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  収益的収支及び資本的収支とも一括で質疑を受けます。 

  質疑は１人３回までといたします。 
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○７番 小原喜一郎君 

  ７番 小原喜一郎でございます。 

  １ページをお願いいたします。 

  １ページの表の中で、22年度で予測しているのは有収率90.1％となっています。それで、

過去における決算における有収率の歴史をこれたどってみてみますと、平成10年から全部拾

ってみました。10年97.2、11年97.4、12年96.4、13年94.7、14年97.4、15年97.4。17年から

15.4、18年12.3、19年90.2、20年88.7と、こうなって、21年のはまだ決算やっていませんの

で、こういう歴史になっているんです。 

  それで伺うんですが、水道当局は、来年もこんな有収率でやるんだと。今年度の４月から、

つまり去年の４月から水道料金値上げしましたよね。値上げしたからまあいいわということ

でこういうおたらくなことをやろうとしているんでしょうか。ちなみに伺いますけれども、

今ほとんど100％県水受給です。県水ですね。トン当たり幾らするんでしょうか。この１割

以上も有収率が悪くなったら、どのくらいの損害を受けることになるんでしょうか。概算で

聞かせてください。 

○水道部次長・水道課長 佐野宗夫君 

  まず、有収水量の問題でございます。これにつきましては、今議員言われましたとおり、

年々下がってきております。あくまでこれにつきましては、先ほど下水のところでも話はあ

ったとは思いますが、あくまで工事、下水工事等もありますし、それから漏水、老朽管の修

繕のこともございます。それから一般土木工事にもございます。そういうようなこと、それ

から民地のほうでいきますと引き込み管のところを破損すると。要は給水栓のところを取っ

払っちゃうというようなことで、そうやって本管を破損されることが多々ございます。そう

いう形でずっと落ちてきていることは確かでございます。 

  そういう形で、今回につきましての90.1％につきましては、あくまで計画人口、それから

去年、20年度の決算と、21年度の今進行中ではございますが、県からの給水量、これをもと

にしまして算定させていただいております。それにつきましては24ページのほうでトン数を

計算させていただいて、動きをとっております。 

  それで、ここのトン数の計算ではございますが、去年の決算の水道料金、これを有収水量

で割らせていただきますと171円という形の１トン当たり、という形の単価になります。こ

の単価を右のほうの説明の欄に書いてございます、１期分では67万6,000円に171円を掛けた

金額で、こういう形の予算を乗せさせていただいたわけでわけでございます。以上…… 

（発言する声あり） 

  これによって、あと有収率１割減になりますので、歳入面でいきますと７億2,600万が金

額に水道料金として上がってきております。これの１割という形で7,260万という形になろ

うかと思います。 
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  以上です。 

○７番 小原喜一郎君 

  それで伺うわけなんですけれども、今答弁の中で言われた、１つは下水道の工事とのかか

わり、これは先ほど下水道課長から言われたとおりそんなにないと思いますと、こういうこ

とですよね。じゃ、その公共工事のほかの、つまり道路にかかわる埋設等にかかわる公共工

事、どのくらいあったかというと年々減っているわけです。先ほど私が挙げた10年から15年

までの間、この間の土木工事と今日における土木工事と比べれば、激減しているわけです。

ですが、そうした中で、これだけの悪い有収率になってしまっているということについての

現状の分析をしているんですか、していないんですか。ちょっと聞かせていただきたいと思

います。 

○水道部次長・水道課長 佐野宗夫君 

  この有収水量につきましては、県から買う配水量、それから住民のほうに供給する水量、

それらが数字で出てきておりますので、その数字をそのまま計算上でいきますと有収水量と、

率という形になるわけでございます。それで、あくまでどこでどういうふうな水が流れて、

それが水自身に…… 

（「私が聞いているのは、何でそういう計算になっているかという検証をやっているか

ということ」の声あり） 

  はい、それについて…… 

（発言する声あり） 

  それにつきましては、私自身やっておりません。あくまで憶測いうか、こういう工事でこ

ういうのが原因じゃないかという形で思っておるわけでございます。 

  以上です。 

○７番 小原喜一郎君 

  ７番 小原喜一郎でございますけれども、私は、これは率直に申し上げまして、実務当局

の怠慢だよ、そう指摘をさせていただきたい。それから、もう一つは、これは住民の暮らし

を、林英子議員が代表質問で申し上げたというふうに思うんですけれども、住民の皆さんは

大変生活的に追い詰められているもんですから、水につきましても使うことを惜しんでいら

っしゃいます、最近。逆に言えば、使用水量が減ってきて、水道当局としては財政のバラン

スからいって困るなということになるかもわかりませんけれども、現実はそうなんです。 

  下水道が新たに供用開始ということになれば、それとは別個に使用水量もふえるというこ

ともあるかもわかりませんけれども、要は、１つはこの有収率を引き上げるということがこ

の下水道会計を安全にしてくれれば大事なことであり、もう一つは、やはり県水です。高い

県水。買わざるを得ない状況がありますので、この県水を責任受水制なんてことではなしに、

出来高払い、そういうふうにしていくことが非常に重要じゃないかというふうに思うんです。 



－322－ 

  これ実は、全国の例で申し上げますと、これは京都府下の大山崎町の町長さんは、思い切

って今年度の水道会計の予算を使った水の量しかもう払わないということで予算を組んで、

あとは闘うのみと、府とですね。そういう予算を組まれているんです。冒頭でこの町長さん

何とおっしゃっているかというと、こういう経済状況であるので、町としては徹底して住民

の皆さんの暮らしの下支えの行政を強めたいと、こういうことを所信表明で述べられて、そ

ういう対策を講じられておるんです。地方主権じゃないけれども、もう府に対しても闘う姿

勢、これは先ほどの千葉県の野田市の市長さんもそうですけれども、今、この弥富の佐野隆

部長もそうですけれども、自治体として、自治体からむしろ旗を上げる、そういうような勢

いであっちこっちから、地方主権じゃないかと、言わせてもらうとこの際だとか、そういう

動きが強まっているんです。 

  そういう点で、私はこの水道当局の対応はちょっとやっぱり怠慢過ぎる。少なくとも、私

どもに対して、これに対するどういう対処をしてきたか、どういう努力をしてきたか。今日、

その結果でなおかつこうだと、こういう答弁くらいは堂々とやっていただけるような日常の

職務をやっていただきたい。こういうふうに思うんです。違うんでしょうか。今の経済状況

の中で、それこそがこたえたあなた方の日常の仕事に対する姿勢だと言わせてもらわななら

んと思うんです。ぜひここは、町長さんには責任受水制に対する一定の県に対する意見、こ

れは例えば町村議長会の一定の地位も占められていらっしゃいますので、そういう点でいえ

ば県に対して率直に申し上げていただいて、住民の暮らしを訴えていただきたいと、こうい

うふうに思うわけでありますけれども、いかがでしょうか。 

○町長 横江淳一君 

  小原議員のまず本当におっしゃるとおりでありまして、実は、この有収率が急激に下がり

だしたときに、私は担当に実は聞いたことがあるんです。多分記憶にないのか、僕もちょっ

と残念だったんですが、申しわけございません。例えば、火事が多くて水道の水を多量に使

った時期があったんです、一時。そのときはどうなんだだとか、それから、ある一定の地域

に水圧がいかなくて大変困っておるという地域が実は断片的に出まして、そこをループにし

てよそから回す、そういう作業をしなきゃいかんのだけれども、今のところ非常に厳しい状

況なので、水道料の値上げをさせていただいて良好な状況になったときにということで、実

は担当と話をしたことがあったときの有収率が多分90......95を切ったときだと思うんです。 

  いろんなところへ視察に行きますと、蟹江町のこの有収率というのは大変高いところにあ

ったんです、かつて。議員のときにも実はどうしてこんなに蟹江町はいいんだろうかなとい

う話は、90を切っているのが当たり前のような状況だったんです、どこへ行っても。多分そ

れは小原さんご存じだと思うんですけれども、今、町がここまで落ちたというのは、何か原

因があるのかなと、先ほどは大変申しわけない、下水道の事業で割ったとかというのはそん

なに数はないと思いますが、問題は古い鉄管、アスベストを直すときに、それを実は全部点
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検したはずなんです。ですから、再度今この状況を把握をさせていただき、できるだけの調

査をさせていただきたいというふうに思っております。 

  それがすべてわかるのにちょっと時間がかかるかもわかりませんが、早速年度が変わりま

したら、この有収率については本当に無駄な水が外に出ているんですから、お湯もそうであ

ります。遠い企業から買い入れとるお湯も一部漏水をしているという部分があります。そう

いうことも含めて、すべてこれチェックをさせていただきますので、何とぞご容赦を願いた

い。大変申しわけなく思っております。 

（「県にはちょっと言っていただけないでしょうか」の声あり） 

  これは蟹江町だけの問題では済みませんので、前からこれは、前の担当のときに何とかも

うちょっと安くならんのかなという話はしたことはあるんですが、水というのは大変複雑な

機能を通ってきておりますので、そのことについては町村会で話はさせていただきます、一

度。よろしくお願いします。 

○議長 大原龍彦君 

  他に質疑はないようですので、以上で議案第33号「平成22年度蟹江町水道事業会計予算」

の質疑を終結いたします。 

  なお、議案第24号ないし議案第33号は、23日の本会議では質疑を省略し、討論、採決をさ

せていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会をいたします。 

（午後 ２時１３分） 


